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参加型安全衛生講座の
モデル・プロタラム
開発に向けて
全国安全センター事務局

小グルー プ討翁をlli l')入れる 1992.2全国安全センタ- • lft2国労働安全衛生学綬)

全国安全センタ ーでは、当初から、参加型・自主

対応型の労働安全衛生トレーニングの重要性を強

調し、昨年度は重点方針のひとつとしてそのモデル

.プログラムの開発を掲げた。

参加型・自主対応型と言っただけではわかりに

くいが、従来ありがちだった禅市(専門家)の話の聞

きっぱなしとい うスタイルではなく 参加者自身が

考え、調べ、討論し、解決策を出すーそれによって

すぐに職場で役立てる ことのできるトレーニング

をめざすという ことである(参加者を単なる「情報

の受け手」や「教室における生徒」にしない)。

①小グループ・ワークを取り入れる怠鴻合的な

アプロ ーチをとる(専門分野別にコマ切れにするの

ではな く、安全、衛生、作業条件、人間工学、作業

編成、福利厚生とい った広い範囲をカバー)、③参

加者にと って身近な現場・地主義の経験を取り上げ

る(アラさがしではなく良いところに学ぶ)といっ

た点を特徴としてあげておきたい。

この間、全国安全センター自身が開催する労働安

全衛生学校も 今年7月15 17日に予定されている北

海道(労働と健康フォーラム in HO阻AI凶)及び8月

27 28日の大分.別府を含めると6回を数える。先行

した自治体労働安全衛生研究会の労働安全衛生講

座もすでに 7回、自治労の各都道府県本部や単組で

も取り組まれるようになり、単組レベルでも他に全

港湾や金属機械、その他の職場や地域で一定の実績

が積み重ねられてきている。

モデル・プログラムの提示とまではいかないが、

これまでの経験を紹介することにより、みなさんが

職場・地域で実践するための多考にしていただき

たい。
唱租必 叩'~…~b~':.

ヲ 1 1L Oのすずある「スケジューJL相 句

参加型・自主対応型 トレーニ ングに取り組むに

当たっては、 ILOが主に開発途上国て活用される

ことを念頭に(したがってその国の法制度がどうな

っているかに左右されない)スウェ ーデンの合同産

業安全審議会とともに編集した「安全、衛生、作業

条件 トレーニ ング・マニュアル」が参考になってい

る。そして、その日本語版が原肱の作成にも関与さ

れた小木和孝氏(労働科学研究所所長、前 ILO労

働条件・環境局長)と天明住臣氏(全国安全センタ ー

副議長)との監訳で19叩年11月に出版された(労働

科学研究所出版部)ことが普及に弾みをつけた。

この1LOr 安全、衛生、作業条件トレ ーニング

マニュアル」では、別冊の「 トレーニ ング・リーダ

ーのための手引き」の中で、 5頁の図lのような「ト

レーニング講座スケジュール例」を示 している。そ

して、次のように言っている。

このマニュアルを使ったトレ ーニング講座は、

通常は5日ぐらい必要である。しかし、現場ごとの

状況に合わせて、これより長くしても短くしてもよ

い。こ こに示した例は5日間のものである 。講座の

長さにかかわらず大切なことは、すべての宣言のグル

ープ討論に十分な時間を確保することと、最終的な

時間割の設定は参加者の同意に基づいて行うこと

である。第4日の午後は、付近の工場を視察し、実

'際にチェックリストを使用してみるとよい。」

2 垂面総センターの労働錨楢撒

全国安全センターでは、 19伺年日月23 25日に最

初の労働安全衛生学校を開催したが、できたての日

本語版 ILOマニュアルをテキス トに して、この紹

介と初歩的な実践を中1日のプログラムに取り入れ

た。また、脳・心臓民哩(過労死)の労災認定問題で

もグループ討論を取り入れた(安全寄生にかかわら

ずすべての労働者教育の機会にグループ討論を取

り入れることカ情効である)。

第1回労働安全衛生学校で取り上げたテーマと内

容凶ぷ下のとおり。

2 安全センタ ー情"例年7月号 安全セン ター情純例年7月号 3



特集/参加型講座モデル・フロクラム |

-第1回労働安全衛生学校

1990年11月23日14 ∞-25日12 ∞(2泊3 8 )

兵庫県問屋市・生コン筏術研修センター

望書加者50名グループ情成8Iff
①脳心臓疾患(過労死)の労災認定

［! QlJ脳 ・心服筏守、の医学的解説(講師松浦良和・南労会

総浦～帯万医師)

報告と問題短起］新箆定基準後の動向と認定事傾熔(講師

古谷杉郎 ・全国安全センター事拷局長)

報告克陪官決定・の分析ー神奈)1()l 1本浩之-神奈川労災

時業病センター事湾局)/東京(小;,公事 .三多摩労災硲重量

病センター)

［グループ討論］トレーラー運転手の急性心不全死司匹例を取

り上Ij、事件の娘史跡鰍況、健康状態等を説明レ、労

災奴定に取っ組む喝合に、どのようなデータを収集すべき

か.それほどうしたら入手できるわ、について討論.

②アスベストによる健康彼膏

［UlftJアスベストによる健康被害(講師'白川太郎・環境科

学労働科学研究会、医師)

［報告と問錫提起耳建康被害の錨り起こし(~吉田隆霊-神奈JII

労災服業病センタ-.拷局長)

［各地からの報告］

［討1ftJ［問題点の聾理とまとめ］

@自主苅応型の安全衛生活動

n限強~.これからの労働安全衛生活動と ILO マニ

ュアル(講師天明佳臣・労働者住民医僚機関連絡会繍繍

畏)

［Ulft加時 ニュアルに沿った方法と自治体労安研の経

n(UI師 ・中桐(申五医師 自治労顧問医師)

［グループ討論Fトレーニングリーダーのための手引き」

の鋳み合わせをレ、参加型・自主対応型のトレーニングの・

従来の方法と比較して慣れていると思われる点と問題点

を討諭.

誠事量］各論q涯金問題への対応(講師 ・天明佳臣氏)

UltlJ各! N 2 ) VDT労働一人間工学、照明・騒音等｛講師

中桐伸五氏)

［まとめ～全パトロールとチェックリストの活用(論師天

明佳匡中桐伸五氏)

@その他

第2回アジア地減労働安全衛生つークショッブ(香港)の

報告

地1或安全センター活動の進め方など

第2回労働安全衛生学校では、限られた条件の中

で、 ILOマニュアルがすすめる「モデル・スケジ

ュール」の趣旨を可能な限り盛り込もうと試みた。

民間職場からの参加条件を考えたときに土日をつ

かった2泊3日以上の日程は困難という制約のもと

で、人間工学、温熱環境、騒音・照明、休息条件の

4テーマに絞った(これでも「総合的なアプローチ」

という点では足りない。図1のようにILOマニュ

アルでは、温勲・騒音・照明を合わせて1テーマに

して全部で6テーマ)。

また、主に日程と場所的な問題から、「職場訪問

とチェックリストの活用Jができないため、事前に

東京東部の零細ボタン製造工場の作業状況をビデ

オに収録し、現場の労働組合の方にも多加してもら

って、参加者全員でこの職場の改善を考えた。この

手法は「ビデオ・プレゼンテーション」としてその

後も活用されている。

全統一労組の経験を借用した「安全衛生職場マッ

プ作り」もはじめてとりいれたアイデア。職場の平

面図(ここでは上述のボタン工場)上に、ょいところ

(参考になる点)に育のマーク、改善の必要なところ

に赤のマークを貼っていく。

この講座では、開校後すぐにビデオ・プレゼンテ

ーションを行い、小グループに分かれてこのボタン

工場の「安全衛生職場マップ作り」を行った。そし

て、人間工学、温熱環境、騒音・照明、休息条件の

テーマのトレーニングを行ったうえで、再度同じ

ボタン工渇の職場改善を考えた。(最初の「安全衛

生職場マップ作りJで各グループから報告された指

鏑は、一覧表にまとめてその日のうちに参加者に配

布した。 )4つのテーマのセッションを縦糸とすれ

第3日目 第5日目第1日目 第4日目

グループ宛表

開会セッション

10: 00 グループ1宛表マニュアル桟留 マニュアル観習マニュアル自聖書

10:30
休型車 休懲 休期休自由

11:00
グループ討蛤② グループ討自由④ グループ肘愉⑥ グループ2発表

1 1 30
グループ3発表

12:00 発表・まとめ 発表・まとめ

13 00

1400 Oll!lの僻価

14: 30
マニュアル観音 マニュアル観音 マニュアル観音 まとめの肘蛤

15: 00
休開直 休期

5 :30
グループ肘愉① グループ肘箇③ グループ肘鎗⑤ 休!!a

16: 00
発表・まとめ 閉会セッション発表・まとめ ~..まとめ

16:30
書申7終了 終了 終了 終了

作費E渇の気象条
件、照明、騒音

休自由
自陣座内容の紹介

～.+スライド

-映画・ビデオ

.場筋問とチエ
ックリス トの活
周

作業を人間に合
わす:人間工学

安全、衛生活の
ための日常活動

t骨量産+スライド
-映画・ビデオ

111'1+スライド
-映画・ビデオ

グループ発表の
自阜骨量

叫一一一一一ー
昼食

:00

9 :30

グループワーク
についてのオリ
一一一一ー
昼食

ー… 一一一 恥一一
安全衛生と妓術

股0

oe.+スライド
-映画・ビデオ

oe.
労働安全衛生に
ついての法律

化学物質による
健康問聖書

oe.+スライド
-映画・ビデオ

作集舗成と労働
時間

oe.+スライド
-映蘭・ビデオ

発表・まとめ

時@ 巴@・

昼食
ー一

一一
昼食

-ー ・. .

図1 ILOマニュアル「トレーニングm座スケジュール例J

第2日目

-・‘・。 ・叫…一目白4

昼食
一一一一一一

第1日目 第2日目 第3日目 第4日目 第5日目

作費E渇の気象条 作業を人間に合 安全、衛生活の グループ宛表
件、照明、騒音 わす:人間工学 ための日常活動

:00 開会セッション 111'1+スライド ～.+スライド t骨量産+スライド グループ発表の
-映画・ビデオ -映画・ビデオ -映画・ビデオ 自阜骨量

9 :30
休自由

10: 00 自陣座内容の紹介 マニュアル自聖書 マニュアル桟留 マニュアル観習 グループ1宛表

10:30
休自由 休型車 休懲 休期

11:00 oe.
労働安全衛生に グループ討蛤② グループ討自由④ グループ肘愉⑥ グループ2発表

1 1 30 ついての法律
グループ3発表

12:00 グループワーク
についてのオリ

発表・まとめ 発表・まとめ 発表・まとめ

一一一一ー -・‘・。 4 ・叫…一目白 叫一一一一一ー 時@ 巴@・ 一一
13 00 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食

ー… 一一一 恥一一 一一一一一一 ー一 -ー ・. .
安全衛生と妓術 化学物質による 作集舗成と労働

股0 健康問聖書 時間

［ビデオ・ブレセ.

ンテーシヨン主書細

ボタン工場

グループ討論主安

全衛生聡渇マップ

f宇リ

ビデオで作業条

件をみて、説明を受

けた後、トレーニン

グを受ける前の参

加者自身の経織で、

よい｛望書考になると

思う)ところと問問

点、改普対策につい

て討論.

②人間工学

n.ftJ関節酒井

-j轡労働科学研究

所主任研究員

［グループ討論］化

学工場での製品の

ピン詰め、缶詰めの

ば、言わば横糸として、ひとつの職場を共有して最

初と最後にその具体的な改善に結びつけようとし

たわけである。

また、会場に環境測定用の各種機材等を持ち込み

実際に使用・活用方法を体験、騒音・照明等も体感

したり 、関係資料も備えて疑問点にぶつかったら自

分たちで調べてみることができるようにした。

第2回労働安全衛生学校で取り上げたテーマと内

容は以下のとおりで、日程は次頁図2のとおり。

-第2回労働安全衛生学校- t ;渇at t!tトレーニングー

992年2月9日14 ∞-11 回 12 00(2泊3日)

東京都砲戦市・よみうリランド会館

参加者50名グループ偶成7Iff
q漬全衛生聡渇マップ "F')

将軍作事障をスライドで示し、その人間工学的な改醤につい

て、現状のままですぐできる改著書から作業工程や作業方法

を変えるなどまでいろいろなレベルで考え否。

C訟星黙環場

日腕］講師渡辺明彦労鮒ヰ学研野H主任研究員

グループ討論］スーパーストア 冷ケース作業について、

スライドで説明し、気温等の測定結果も紹介したうえで.

.:と冬の双方について改箸策を討論.

@遍昔

日商務］講師 伊脚百好・労働科学研究所主任研究員

［グループ討舗］給食調理聡渇での食告書の洗浄作業につい

て、ビデオ・スライドで紹介、実際の騒音も聞いたうえで‘

教育の一環とレての貸住慰や子供たちへの愛情といった

そこの労働者のモチベーシヨンを倍下させないこと、ま

た、騒音対策をと否ことによって温熱環境や照明など他の
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図2 全国安全センター第2回労働安全衛生学校 1992年2月9-11日、2泊3日コースl環河電要因を悪化

第3日目させずにむレろ 第2日目第1日目

向上させること、 9 :00

9 :30

10: 00
グループ肘愉③

10:30

発表・全体討面白11: 00

11:30

12:00
'ー申 町』ー

一 一 一一一-一一白骨一一
13: 00

14:00
究所主任研究員

14: 30①撚!I改嘗トレー
J e表・全体討面白15: 00

まとめ15: 30
グループ討愉①

16: 00記トレーニング

J !里担・全体Eす愉16: 30で身につけたこ

とを路まえて、再 17: 00 まとめ
四・即時相刷岡山制帽・

度、①でとリあげ 17: 30 夕食

18:00 夕食・想"会

19: 00

考えた. 20:00

発表・全体肘愉20:30

2 1:00 まとめ

休惣
.渇改普トレーニング
発事量・全体討鎗
まとめ

休!!O
照明
111.④

全国安全センターの労働安全衛生学校は、その

後、第3回宮崎、第4回・熊本、第5回・北海道、第6
回・大分と回を重ねている(企画中のものも含む)。

最初の2回は、各地域センターのスタッフが参加者

の約半数で、主催者にまわる側のトレーニングとい

う意味あいも強かったが、第3回目以降は開催地の

労働組合を主な対象にしてきでいる。毎回、開催地

域も参加者も異なり、それらの方々にとっては初め

ての参加型・自主対応型トレーニングの体験となる

ために、毎回同様の内容を繰り返さなければならな

開校
オリエンテーション

人間工学
E情慾①
グループ肘泊②

温熱湯境
111.量②

休息条件
111.1⑤

機掲改"トレーニング
グループ肘面白⑤

ー…一
全体のまとめ

.・4

間綬
一ー

という前提で己主

普策を考えた.

た零細ボタン工

喝の聡場el1替を

ー一一

ー蜘

ニング

【グループ2す1命1上

安全衛生聡場マップ作り
ビデオプレゼンテーション

⑤照明

1両事IJ ～飾伊糠

Bi':l好・労働科学研

野R主任研究員

⑥休息条件

nQlJ講師酒井

一槽労働科学研

この第2回労

働安全衛生学校

の記録は、 「安全

センター情報J92年11・12月号で特集してある。 I

LOマニュアルと特集号で紹介した専門の講師の

講義内容を黙航すれば、みなさん自身がすぐに講師

役をやれるし、比較的実現可能性のある2泊3日のモ

デルコースとして紹介したもの。 (このスタイルの

トレーニングをはじめてから、われわれ自身が変わ

ったことは、「こうすべきである」と説教をするの

ではなく、「こうすればできる」という自信と実感

をどのようにもってもらうかという発想の転換で

ある。)

ー
'‘唱量
111.③

グループ射面白⑥

まとめ
一 四一・胆

昼食

・

させずにむレろ 第1日目 第2日目

向上させること、 9 :00 温熱湯境
111.量②

という前提で己主 9 :30

普策を考えた.
10: 00

グループ肘愉③⑤照明
10:30

1両事IJ ～飾伊糠
11: 00 発表・全体討面白

Bi':l好・労働科学研
11:30

野R主任研究員
12:00 まとめ

⑥休息条件 'ー申 E 町』ー 一 四一・胆 ー一一
昼食nQlJ講師酒井 -一一白骨一一 ー ー蜘

13: 00 '‘唱量一槽労働科学研
14:00 開校

111.③

究所主任研究員 オリエンテーション グループ射面白⑥

①撚!I改嘗トレー 14: 30
安全衛生聡場マップ作り

ニング 15: 00 ビデオプレゼンテーション J e表・全体討面白

【グループ2す1命1上 15: 30
グループ討愉①

まとめ
.・4

記トレーニング 16: 00 休!!O
照明

で身につけたこ 16: 30 J !里担・全体Eす愉 111.④

とを路まえて、再 17: 00 まとめ 機掲改"トレーニング
四・即時相刷岡山制帽・ R・ グループ肘面白⑤

度、①でとリあげ 17: 30 夕食

た零細ボタン工 18:00 夕食・想"会

喝の聡場el1替を 19: 00 人間工学
E情慾①考えた. 20:00 グループ肘泊②

20:30 発表・全体肘愉
この第2回労

2 1:00 まとめ
働安全衛生学校

いことと、その地域のニーズに応える内容設定、グ

ループ討論の題材等もその地域の実例で準備する

こと、などでやりがいのある苦労しているところで

ある。

各国で取り上げたテーマを以下に紹介するが、第

3回の2日固まる一日を使った「これからの安全衛生

活動」は、①ビデオプレゼンテーション、②これか

らの安全衛生活動(総論)、③人間工学、④作業環境、

⑤労働時間と、第2回労働安全衛生学校の内容を1日

に凝縮したようなプログラム。第4回では、自治労

大牟田市職労の清掃職場、学校給食職場での具体的

な経験を、現場のビデオやスライドを駆使しなが

ら、現場の活動家と指導・援助にあたった専門家の

「パネル・ディスカッションJで浮き彫りにし、参

加者がそこから自分たちの職場で活かせるアプロ

ーチの方法や改善対策をみつけてもらうという手

法もとりいれてみた(これも準備は大変だが参加者

に訴える効果は高い)。

.第3回労働安全衛生学綬

1993年1月29・31日(2泊3日)宮崎県日向市・日向ハイツ

参加者105名グループ情成10班

任過労死・メンタルヘルス対策から今日の労災聡業病を考

える

［講演M I労死・メンタルヘルス対策から今日の労災時業病

を考える(講師原因正純金国安全センター誠長、熊本大

学体質医学研究所)

n商事量］過労死労災繍貨をめぐる諸問題(講師。前田裕司 ・宮

崎市民共同法律事拷所弁il土)
［講義］労災保険の仕組みと実持(～師・西野方..関西労働

者安全センター事持局長)

グループE常高］漣設現喝での労災事例(問題提起は寸劇で

行つ fζ)

②これからの安全衛生活動

［ビデオ］清掃工喝

［グループ討論〕よい(参考になる)ところと問題点、改善対

策

W f環］これからの安全衛生活動(講師酒井- 1尊労働科学
研究所主任研究員)

［1.環］人間工学(綿師酒井一旬労働科学研究所主任研究

員)

〔グループ1す1高］・類保管倉庫内作業の改聖書

日臓］作幾環場(講師宮ω1銃."体大学医学部衛生学教

室)

〔グループ討論】チェーン、ノ一作業の改普

講積］労健闘問(講師酒井一1噂労倒神研究所主任研究
員)

③分科会

u覧表Jvor労働(講師木村孝文. ～体安全センター秋滞

レークタウンクリニック所長)

［ ! O l J腰痛・頭肩脱陣容(講師・久米行則ー大分医鍍生協佐

伯診療所所畏)

［～.灘 1 じん腕 ・アスベス ト (!.師柑陳回大分医療生協大

分1& 1 .和病院院長)

障猿］外国人労働者の労災問題(講師飯田勝泰・東京東部

労災Hお鞠禽センター事務局畏/)11本浩之神奈川労災聡車種

病センター司If~局)

制糊健康鯵断の目的と見方

U.ftJ 講師 ～I陳'属大分医療生Iß大分飽和病院院長

.期回労働安全衛生学佼

1993年11月6・7日(1泊2日)熊本県小国町ー木鴻館

参加者80名グループ構成8～妊

①これからの労働安全衛生活動

［講演H調節I天日月佳臣・労働者住民医策償関連絡会1111畏

倒帽を測る- l糊環境測定・健康診断力、ら聡場改善へ

講毅］講師永野恵R体大学公衆衛生学教室

［グループ討論］ファイバー船製造現場での改善

③こんなときどうする?一労災保険実務トレーニング

［論機J~師' 古谷杉郎・全国安全センター事務局長

グループ討議］通勤災害事例

@漬金で健康に働ける聡温づくり一大牟田市浦労の経般に

学ぶ

［J ～ネ Iレ・ディスカッシヨン］

6安全センター情絡例年7月号 安全センター情緒例年7月号 7



特集/参加型講座モデル・ブロクラム J

山口秀樹秋津レークタウンクリニック医師

宮北隆志賀杯大学衛生学教室

森田蕨孝自治労大牟田市崎労(清掃)

武線美代子自治労大牟田市鴫労(学概古食)

グループ2す論］自分たちの職場で活力、せるアプローチ ・改

普対策

喧滑 リl胞 ・私たちの生活と環境

指標H .師宮:ltll主意熊本大学衛生学教室

.第拓団労働安全衛生学校

199 4-年7月15-17日(2泊3日｝北海道キI . J晃市定山渓igg買「渓

流荘」

①これからの労働安全衛生活動

.IIIJ講師天日月佳匡労働者住民医療機関連絡会謙治畏

→グループ討論

e過労死 ・ストレス対策

n同事量H同師福地保馬・北海道大学教育学部健康体育科学

:.座教授

日間猿H.師 ・天明佳臣 働者住民医療機関連絡会11 1畏

→グループ討論

③作業改替苅策・快適G i l I 芋り

［!同夜］講師 辺自月彦・労働科学研究所主任研究員→グル

ープ討議

@パークゴルフ謝宣

償 制改普トレー二ング

ビデオ プレゼンテーシヨン→グループ討論

-第6回労働安全衛生学牧

1994年8月27・28日(1泊28 )大分別府;昆頭「霊泉荘」

⑪制の安全対策

i商事E→ビデオ ブレセ.ンテーシヨン→グループ1究商

⑮糊の衛生対策

パネルデイスカッション→グループ釘諭

③労災保険実猪トレーニング

誠実→グループ討論

@これからの労働安全衛乞舌動

講演〕講師小木和孝労働科学研究所所長

3 自治体労安研の労働安室衛生講座

参加型労働安全衛生講座をいちはやく実践した

自治体労働安全衛生研究会では、すでに7回の労働

安全衛生講座を実施してきでいる。

当初は年2回の開催、第 回から年1回ずつ中央で

の「専門コース J(安全衛生委員経験1年以上または

団体・組合の安全衛生担当者を対象)と地方での

「一般コース」開催をめざしたが、講座運営にかか

る準備、経費等厳しい状況であることもあって、第

7固からは5日間の「一般コースJを年1回開催する

こととしている。第4回からは実行委員会を開催地

の地元県本部を中心に構成して運営に当たるよう

になったことも含めて、参加者らを中心に、多くの

自治労の県本部や単組で同横の講座を実施するよ

うになってきている。毎年開催される自治労安全衛

生・職業病対策集会で講座参加者の同窓・交読会

を行ったり、参加者の追跡アンケート等も行ってき

たこともこのような拡がりをつくってきた要因の

ひとつと思われる。

以下に第1回～第6回で取り上げたテーマ、及び第

7回のスケジュール(図3)を紹介するが、3泊4日ある

いは針自5日という長期間の日程で、 ILOマニュア

ルのいう「総合的なアプローチ」にふさわしい豊富

なテーマを取り上げていること、必ず、チェックリ

ストを用いた職場巡視を行っていることが大きな

特徴である。

具体的な自治体職場での災害事例を取り上げて、

その災害(職場)についての、公務災害認定→再発防

止対策→(模擬)安全衛生委員会といったトレーニ

ングを絡み合わせるなどの独自の工夫も行ってき

た(全国安全センターの第2回労働安全衛生学校で

の縦糸と横糸と同様の設定)。休憩時間にストレッ

チ体操なども取り入れていれたり、第4回以降、清

掃、学校給食、事務 .VDU、消防職場用の独自の

チェックリストを作成・活用するなどしている。

.第1回東京 1981

年5月15・17日(2

1白3日)

①労災時業病とそ

の認定(講師桑

原昌宏新潟大学

教銀)

②作業環境の己責嘗

①作業環演測定

と作業環昭電改醤

l.師小河孝則

岡山大学医学部

衛生学)

③安全衛生と現行

法規(講師井上

浩 研究会副会

長)

③作業環境の改普

②ガイダンス( !.

師中桐伸五・自

治労顧問医師)

⑤職喝のメンタJレ

図3 自治体労働安全衛生研究会「第 図労働安全衛生a U Ii J(1993年10月26・30 8、4泊5日コース)

第1日目 第2日目 lIJ 3日目 lI! 4日目 第5日目

健康チェック .渇巡~Ui告.
9:00 閉会 ｛乍覇権環筏 作.・成時間 研修計画鉱作 の作成

陶座内容の紹介 aUl③ au鹿⑦ 111.⑪ グループ肘自由⑥
9:3 0 グループ肘泊① グループ肘自由⑤

10:00
fe.

続宮② 篠宮⑤ 体"
fe. ・全体肘 1111

10: 3 0 休貴由 休懲 体質量
休o 化学物寅 メンタルヘルス 処理担・まとめ

11 0 0 労働安全衛生法 111'量⑤ 111.③ .銀安全衛生寮
際線① .樋改・g例 員会

11 3 0 続習③ 4i告と肘蛤

12: 00 全体肘輸 全体肘泊 全体討自由
.- -ー -「一一一一一・4 ー

12:30 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食
・・,

13: 3 0 安全対簸 人間工学 安全衛生活動 ..Io問 グループ肘愉⑦

,.:0 0
m・鹿② 観音@

at.⑥
at.⑨

鈴里民・まとめ

,.:3 0
自書留① 自書留⑥

将来プラン作成
体煉・体自由 体自匝・体懸 体銀・休J!Il グループ肘箇⑨

15: 0 0 救急・教直体制
at事量③

グループ肘鎗③ グループ肘蛤③
発表・全体肘自由

15:30
グループ討面白②

16: 0 0 発表・まとめ 発表 ・まとめ 閉会

16: 3 0 fe表・全体肘愉

17:00 終了 終了 チェックリスト

篠ma宮鹿⑪⑦

終了

ヘルス(講師朝日俊弘ー自治労衛生医鎌評織会事湾局長)

@凌全衛生委員会の活劇旺漬会衛生委員会活動の心得 務師

庄司悠一 研究会運営委員)

⑦安全衛生委員会の活劇⑪安全衛生管理体制の強化を(論師

樋ロヲ~i!' 八王子市松副委員畏)

③作 11暗号の改轡③フィールド目スタディ(総渇巡視・討

論)一清婦/学校車食食/ V D U

@凌全衛生委員会の活動母鴻鑓安全衛生委員会

.～医2回東京 1990年6月 27・30 日 (3;自4日)参加者63名

C D i主的基準と安全衛生活動( 1 :.師弁よ浩研究会副会長)→

グループ討論(公持災害認定申摘)

引糊のメンタルヘルス調節木村昭彦m神科医)

③安全衛生委員会活動の実路(講師庄司悠一・研究会運営委

員)→グループ討論

@労働者の三つの侮利(1書簡桑原昌宏新潟大学教煩)→グ

ループ約諭(有害物質の表示)

制縄巡視のために(パネラ一天日月佳臣、酒井一↑曹、中桐伸

五)

⑥フィールド スタディ(聡渇巡視)→グループ討鈴

包機鋸安全衛生委員会→グループ討論

-駆回大阪1990年 11月 10日(3泊 日)参加者53名

①災害対策(~師井上洛研究会劃会長、東恒男目四条閥消防

行政研究会)

②公拷災害~定締求の仕組みと実際(講師井上j告研究会副

会長)→グループ釘論(認定申泊)

③人周工学対策(講師車谷奥男奈良県立医大公衆衛生学‘

佐蔽雅司-紀和病院医師)→事例研究

制時環骨量サ音質綿師中地震問環境監視研野 ili)

8安全センター情報例年7月号 安全センター情縛例年7月号 S



市/参加型講座モデル・ブロクラム 11

喧河毎審物質対策(講師熊谷信二大阪府立公衆衛生研究所)

→グループ討論

⑤作業編成・労働時間・ストレス苅策(講師中桐伸五、小川

正明判11渡辺震帯f i )

⑦日常安全衛生活動(!附天明｛主臣3巻町彰司( fli )

⑧安全衛生委員会の活動(講師庄司悠一研究線医運営委

貝)→グループ討論

⑪議編巡慢とチェックリスト活用の態報(講師天明｛釜臣、中

桐f申1i)

⑪フィーJレド・スタディ(峨事悠視) - j附/学校給食/V

D U→グループ討論

制蛾安全衛生委員会→グループ討議

.第4回北海道 1991年5月 15 18日3泊4日)参加者60名

①これからの安全衛白活動

@災害対策(講師中村努彰全i肖盗事著書局次長)+読習+夢

仔明宮介・救急対策→災害調査

③公持災害~定調求(講師井上洛研究会副会畏)→グルー

プ討論

@作業環境対策鴻師伊嗣E好労働科学研究所)→グJレー

プ討論

⑤人間工学立、損(講師大西徳明東京農業大学)→グループ

討論

⑥作業組成労働時間対策(講師

斎複製自治労OI査局長+ビ

デ才

⑦自衛安全衛生活動(講師信太

忠二研究会運営委員、中桐伸

五)+読習→グループ約諭

③フィールド・スタディ(聡場巡

視) - j情婦/学校給食/司E務-

V D U /消防→グループ討諭

@耀擬安全衛生委員会→グルー

ブEす1命
儲m座の評価と今後の活用→グ

.1 Jレ一ブ約II

.実話回縛奈川 1991年11月 9 8 (3;白4日)多加者46名［一

鍛コース］

q涜全衛生法規 ・ 公字書災害繍償制度(~筒井上j告・研究会副

会長)→全員トレーニング

②公手書災容認定摘求(講師井上浩研究会劃会長)→全員グ

ループ

③人間工学対策(講師中桐伸五自治労顧問医師)+読習→

グループ討論

④作業環機対策(講師伊脚制労働科学研野;!i)

⑤これからの安全衛生活動(鵠師中桐伸五自治労顧問医

師)+読習→グループ討論

⑤チェックリストの使い方(講師中桐伸五自治労顧問医

師)+読習

⑦フィールド田スタディ(聡耳目巡筏 j.帰/学校給食/事

務.VDU→ク;/レーブ討論

@糟続安全衛生委員会→グループ釘諭

@胞の評価と活用→グループ討舗

-第6回東京1992年5月18・22日W a 5 8)参加者34名｛尊

門コース］

停 齢aの気線条件、照明、騒音」と「化学物質による健

康晴嘗」を作業環境」として1枠にまとめ、第4日目を1

白フィールド・スタディ(臨場巡視)に当てたこと、第5日

自に僕鍵安全衛生委員会を設定しt d以外l豆ほとんどI L
Oマニュアルの「トレー二ング摘aスケジュールIJ図

1)と同じスケジュールである.

安全衛生i部見公務災害補償制度/安全衛生と筏術設備

/作業瑚鳴/人間工学/作業編成と労働時間/日常の安

全衛生活動/フィールド・スタディ(職場訪問とチェック

リストの活用)/機鍵安全衛生委員会講座の評価

神奈川県川崎市では、市当局と自治労市職労の共

催で JII崎市安全衛生研修会Jが1992年9月7-11日

に開催されている。市内にある労働科学研究所の施

設提供も含めた協力を得、泊り込みではなく通い方

式。組合からは現在、今後を含めて安全衛生を担う

者15名、行政側からは各局の課長を中心に15名と同

数が参加(計3 ( ) :名、小グループは6つ設定し9回のグ

ルーフ討論を実施)。①人間工学的改善の方法、②

職場の照明と騒音ーその改善対策を求めて、③職場

の安全と救急措置、④化学物質による健康障害、⑤

作業編成、⑤労働時間、⑦温熱環境湖定と評価、を

テーマに、各々、講師の講義、問題提起を受けてグ

ループ討論、発表、全体討論、講評というスタイル

で、第5日目にはチェックリストを活用して滑婦の

粗大処理場とOA職場を巡視、その結果をグループ

で討論し、よい面、問題点を出し合い、解決に向け

て自分たちが答えを出すというトレーニングを行

っている。

自治体労働安全衛生研究会の講座は、労働者の健

康には労働生活にかかわる複合的な要因が関与し

てくることを重視し、総合的な視野に立って日常的

な活動が展開できるようになるためには20.. 40時

間の集中的なトレーニングが必要と考え、江沼田間

コースの日程、信濃中したトレーニングと全国から

の参加を考慮して「泊り込み方式」としている。川

崎市の「安全衛生研修会」は「通い方式」ながら連

続6日であったが、日をあけた「通い方式Jも自治

労群馬、鳥取両県本部で実施された。しかし、全日

程参加者がそれぞれ58名中17名、 3名中13名にとど

まった。自治労本部と自治体労働安全衛生研究会の

共催で、 1994年4月1215日に各県本部の担当者を対

象に「自治労労働安全衛生リーダー養成講座」が開

催され、「安全衛生研修計画の作成Jもプログラム

に盛り込まれた。討論の結果では、県本部の実情に

応じて、2..3日間コースでは「泊り込み方式」が、

3..4日間コースでは泊り込み・通いの組み合わせ

方式」が立案されたとのことである。

3 その他の取り組み

.金属僚栂第目安全衛生活動リーダー養成研修会

(1993年10月9-13日、 4泊5日)

全国金属機械労働組合では、毎年ω2名規模の「全

国安全活動交派集会」の開催、「労働災害実態調査」

を実施し、中央での安全衛生に関わる「協定基準」

の作成等を行ってきたが、労使代表による安全衛生

委員会のみならず職場に労働組合の主導による全

員参加型の安全・健康サークルを組織していく必

要があるとの認識から、地域や職場でそうしたサー

クル作りを指導していくリーダーを養成するため

に研修会を行った。

4泊5日の泊り込みという本格的な日程で(図4) 、

15の地方本部から16名の安全衛生担当者が多加、 3

つの小グループを設定した。各テーマごとに1LO
マニュアルの該当部分の読習を取り入れている

(r いのちと健康J93年12月号に報告) 。

① ILOマニュアルについてのレクチャー

~ft①(~同師・中桐｛申五・自治労顧問医師)+ IしOマニュ

アJレ読習①

②労働災害の尊師 i郎介と苅策

刻表②(講師中桐伸五自治労顧問医師)+グループ討繍

①

③人間工学

~澱③(講師 ・中桐伸五・自治労顧問医師)+ IしOマニュ

アJレ読習②+グループ討~
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石F扇雇詰医モデル・フロクラム ー一一11

労働現場をスラ

イドで紹介して

対策を考えるグ

ループ討論.

@労働事E準法・労

働安全衛生法

unll ④(講師桑

原昌宏・新潟大学

事錨受)+グループ

討1紅:D
安全衛生委員会

の活用について.

⑤メンタルヘルス.

作業編成、労働湾

問

繍擁⑤(講師中

桐伸五自治労顧

問医師)

⑥作業環境(気象、

照明、騒音等)

図4 金属憐械第1回安全衛生活動リーダー集成研修会い 993年 10月9-13目、 4泊5日コースl

第1日目 ～2日目 第3目白 第48目 第5日目

9:00 人間工学(中綱 メンタルヘルス 車置渇・地場での 労働者教育(中
伸五) 作業編成、労働 日常活動(中綱) 綱伸五)

9:3 0
続奮

時間 中桐伸五) 活動経峨報告① 地割. 1 .渇)研修
の計画鼠作

10:00 質疑 活動経陰線告②

10: 30 休買自 休買自 体言自 休司'
現渇スライド 作業環境気象・ 労働也約・団交 グループ肘鎗

11:00 開会 グループ肘自由③ 照明騒音等中
地軍情)

桑原昌宏) 宛表・まとめ

1130 研修ガイダンス fe表・まとめ o宮 グループ射胎⑥ 研修会の"価
グループ討鎗① チェックリスト lアンケート)

1200 質疑 中綱伸五) 終了
醐. ー・ーー 一一、.

12: 30 昼食 昼食 昼食 昼食
ーー -ー圃..一一一'

13: 3 0 fe~ 労益法・安衡法 作業環却, .有害 .喝巡回
1桑原.宏) 物質l中地盤情)

14:00 ILOマニユア 貫録
ル｛中桐伸五l 休11

14: 30 自書留 貿易量 S書留

15: 00 休型車 休閉 グループ肘蛤⑦
労働災事! JJII伊j 安会衛生寮員会 グループ肘愉⑤

15: 30 グループ射蛤② グループ肘自由⑥
発表・まとめ

1600
発表・まとめ

発事量・まとめ ~理E・まとめ

16: 3 0 終了 終了

11:00 終了 終了

~fI⑤(繍師中地ii~環境監視研究所)+ 1L Oマニユ

アJレ読智③

⑦作業環境(有事物質)

ループ討論課題の設定や参考資料の準備に大きな

工夫がみられる。 3泊4自の泊り込みで、多加者は、

各地方の労災職業病担当者2 3名(r安全センター情

治穣⑦(~邸中地筆晴環均尾監視研究所)+1しOマニュ 報J92年1月号に報告)。

アル読留④+グループ釘1鉱~

制帽と地i或における日常活動

~fI③(!.師・中桐｛申五・自治労顧問医師)+活動経級報告

①(三露地本)+活動経厳報告② (N支部)

③安全衛生委員会、労働協約、団体~;歩

1M⑨(綿飾・桑原昌宏・新潟大学制費)+グ レープ射線: 5 )

①災書対策

|し Oマニュアルの読習①+グループ釘1鉱D +撹澱①労

災申摘のための調査活動 講師 司悠一-元名水労)

司E故報告.、事故現唱の図面・写真等を用意して災書事例

を鋭E月レ、災曹のあとの処理をどのようにレたらよいか、

制時峨

禽跡⑤チェックリストの使い方｛講師中桐伸五自治労顧

また、二度と同じような災聖書が起こらないようにするため

にはどのよう伝対策が必要かについて討論.

問医師)+胤渇巡視(N量生工)+グループ討諭⑥

-全港湾労働安全葡生講座(1991年 11月12 15日)

全港湾では、準備に 年くらいかけて1991年 月に

参力［盟の労働安全衛生講座を行っている(図5) 。グ

②作業環場、有害物対策

lしOマニュアJレの読習②+講礎②(講師伊様B1 l好労働

科学研究所研究員)+グループ討 淑2>
船倉内におけるバラもののかきおとし、かきあつめ作業の

紛じん対策をどのようにレたらよい力、討論.ピデ才、スラ

イド、測定結果を

示し、参考資料と

して、危険有害物

の表示マーク、司匹

前潤標、防じん

マスクのカタロ

グ等を用意.

③人間工学苅策

講義③(講師中

桐仲五'自治労顧

問医師)+全体討

論

参考資料とレて、

腰痛ベルト、フ才

一クリフトのイ

スの改善例、メー

カーのカタログ、

海コン・ トラク

ターヘッドの改

普例.スライド等

を用意.

④日常安全衛生活

動

図5 全港湾労働安全衛生湯座11991年 11月 12寸5日、 4泊 8コースl

第1日目 第2日目

B:3 0 作業環境有害物対策
篠宮②

9:0 0 情豊島② 伊直面昭好)

9:30
グループ肘随②

10: 00
～褒. t時停

10:30 体惣
人間工学対策

11:00 " ' 8 ③(中綱伸五l

11 30 全体討面白
一一割一一一一一戸司.

12:00
『・ー・』一一 ーー曹司 '

昼食

13:00 日常安全衛生活動
グループ肘鎗③

13:30 開会
111mのねらい

14: 0 0 災害対策
篠宮①

14: 30
グループ討画面①

休買豊
発表

15:00

15: 3 0 休貴重
発表.utFf

t陣織④(信太忠ニ)

16: 00 1118 ⑤ l中桐伸五l

16: 0 1118① 庄司悠一) 全体肘愉

1700
全体肘泊

終了

7 :30 終了

終了

第3臼自 ～4日目

.渇⑥巡中 リーダーの手引き
111. 柵伸五l 続習③
全体肘鎗

グループ肘蛤⑤
耳障渇概要脱明
チェックリスト
.渇巡彼 ~理E

全体討蛤

終了

昼食 ・-- ・喝 ・・一ー・・圃 』

一一一
.場巡UI !告鎗.③ 1宇Ilt
グループ肘

体重自
fe褒

全体肘面白

克服しなければならない問題について.

グループt-t!.③+~ft@安全衛生委員会の活用法｛講師

信太忠二・元紙平労災対期日畏) 論理⑤これからの安全

衛生活動(捕師中桐伸五・自治労闘明医師)

安全衛生委員会はどのように組織され、どのような活動を

レているか.また、どのような成果をあげてい否力¥ある

いは、あげてい芯いのか.それぞれの渇合の理由は何か.

引 制巡視

傾 倒糊 巡筏とチェックリスト活用の愈殺(講師中桐

伸五・自 治労顧問医師)+臨場巡視+グループ討論@澗耳目

巡領報告・の作成

⑤トレーニング・リーダー

lしOマニュアルの読習③+ク;｝レーブ討論⑤

今回の労働安全衛生講座の評価(成果と反省)と、今後、職

場の安全衛生活動のリーダーとして活動するに当たって

-全港湾関西地方労働安全衛生講座(1993年 11月1

日 12月13日)

前記労働安全衛生講座の後、全港湾では、各港で

独自のチェックリストを作って安全パトロールを

実施してみたが現場での評判がよくなかったとい

う。いわゆる災害防止協会方式の「ヘルメットはか

ぶっているかJr安全靴を履いているか」等のOx
式のチェックに慣れてしまっているためで、参加型

の安全衛生活動を実践するためには、地方・支部の

労災職業病対策会議メンバーの教育が不可欠であ

るということで、モデル・ケースとして関西地方本

部で実施した。泊り込みではなく、ほぽ1週間おき

の通い日帰りの講座としたこと、毎回最後に宿題を

12 安全包ンター情報例年7月号 安全センター情線例年7月号 13



特集/参加型講座モデル・ゴロクラム

R円劃+AVとんな」 >』hυ その ん

f貰術が必要と思うか、についてグループ討論.

②人間工学について

摘発①(講師中桐伸五・自治労顧問医師)+IしOマニュ

アJレ読習(各自)

Q縄改替の取り組み

事傍!腕告①(関西地本労1紛す、伊藤彰信金港湾総手豊富日長)

。闘改善事例について

宿題①→グループ討論②

改善事例について、その内容と改普前の状況、改善のきっ

かけ‘安全衛生委員会や組合の取リ組み、改聖書に使った費

用、及び、改善後の評価(災書件数は減ったか、病気の発

生1牛紋は減ったカ¥仕事(;しやすくなったカ¥再度の改善

の必要性が出てきたカ¥他の聡場へのひろがりはあったか

等)

⑤災書調査と労災申請

i商事E② ( :間師西野方日間・関西労働者安全センタ一事湾局

長)→グループ討:蒜3

9 :30 I掲 滋式

9 :40 Iill !!lIのねらい

1000 j純 度の犠要

グループ討面白② |グループ討自由③|グループ討泊⑤|チェックリスト
の使い方(中綱
伸五)

鴎渇緩要説明

10: 30 I休懸 体耳目 休惣 体型自 磁場パトロール

10 45 Iグループ肘愉①|然襲 ~ft 発表

11: 15 全体前面白 全体肘幽 全体討面白

11: 45 I' 発表・肘愉 1j 曽野・まとめ 目障肝・まとめ |栂野・まとめ
一一一一

12: 00 I I昼食 昼食 l昼 食 昼食

12: 151 1 1 t肝・まとめ

12: 30 1昼食

1円 :I
13: 30 I人間工学につい 

目て(中桐仰五)-

I災害訓査と労災|化学物質の安全|全港湾の労災孤|グループ肘箇⑥
|命ii西野方庸)I対策｛熊谷信ニ)I難病闘争の歴史|-.. . _-_ _- I II伊蕗膨信) 11服告書作成

14: 00 
休懲 港湾での化学物|パネル討泊 鈴理量・肘愉

14: 30 I休鰻 賞 ( M海運分会)I安全衛生委員会
興奮 活動

14: 45 1事例報告①
11膿渇& :普の取り グループ討面白③

15: 00 組み (関西地本 体観 
労疎対)

15: 15 .flJ線告②
要求づくりと交

15: 30 渉(関西地本労
磁対)

5 :45 I休餓 |休期

16: 00 1まとめ・術短① 11鵬渇Wf!lIの縫え|まとめ・宿組③ 
方

16: 5 まとめ・宿題② 全体肘鈎

16: 30 I終了

16: 50

終了 終了 終了
問t骨式

次回冒頭に宿題

のテーマについ

てグループ討論

を行ったこと、な

ども特徴。取り上

げたテーマは次

のとおり。(rい
のちと健康J94年

-5月号に報告)

提起し、職場に帰

って仲間と相談

図6 全港湾関西地方労働安全衛生前座(1993年11月1日・12月13目、通い方式58コースl

第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | 第5日目
93年 11月 1日 93年11 月 88 93 年11 月 158 93 年12 月8臼 1 93年 12月13日

労働基準調査会発行の「送倹事例と労働災害Jから天井ク

レーンでコイル移動中に玉働け作業員がコイルと周囲に

積まれた箱の間にE買を授まれ重症をおった災容を取り上

Ij、労働者死傷病報告・の作成と災管原因について討諭.

⑮制実態の捉え方

3間被③(鴇師・中桐伸五自治労顧問医師)→宿題~グル

ープ2主命④

鰻近1王将aの峨渇の労働災害統計、ヒヤリ ・ハット(未然事

故)事例、労働災割祝十をどのように活用している力¥直

近の健康鯵断結果から問題のある聡場はあったか、優先し

て解決しなければな弓ない安全 健康問題はどのような

ことか.

⑦化学物質の安全対策

論破④(講師熊谷億二大阪府立公衆衛生研究所)+M海

運分会、伊疎総手鑓日長｛アメリカ西湾岸の海事業界団体作

成のリーフレツ卜「港湾労働者の危険有害物取級注意事

項」について)の報告

③要求づくっと交渉(企織対で解決できない場合の対策)

事例報告②要求づくりと斐渉(関西地本労聴対)→宿鰭③

→グループ釣翁⑤

企業内で解決できない事例があ～カ\解決できない理由

は、解決するためにはどのように取り組めばよいかは宣備

ー償砲の製造メーカ ー、 荷主、行政、業者団体各々との関

係は)、上記関係先を説得するためにはどうしたらよいか、

等.

@途5!5湾の労災聡業病鋼争の歴史

講猿⑤(講師伊顔膨信金港湾総李総日畏)

@演会衛生委員会活動

パネル討論(パネラー 小名浜支BIl+関門支Bs)+まとめ

(中桐伸五自治労顧問医師)

制糊パトローJレ

講義⑤チェックリストの使い方(~師・中桐伸五・自治労顧

問医師)+聡渇パトロール(M海運)→グループ討論客精蝿

パ卜口一八報告・の作成

独自のチェック')ストを作成して行った.

俄艇の2平価と今後の活動

グループ討論⑦

酷 11こ帰って何をするか (6か月間の活動計画、所属組制丸

行音Hへの健言等)、講座の評価.

-全統一安全・健aセミナー

前記全港湾関西地方労働安全衛生講座と問機の

通い方式のものとしては、中小職場の合同労組であ

る全統一労働組合でも行っている。 1993年6月から

1か月にわたり、下記のように全5回で開催時聞は

毎回午前10時から午後4時。基本的に毎回閉じ顔ぶ

れの1路程度の参加者に絞り、各分会から組合伽障

を取得したり、労使合意のもとに就業時間内の安全

衛生研修として参加。

セミナーの運営面では、 1LOマニュアルにした

がって、講師のレクチャーに加え、マニュアルの読

み合わせを必ず行ったうえで、グループ討論。仕粧

品製造工場とプラスチック製品製造工場の2か所を

チェックリストを使って職場巡視した。最後の第5

回目には、参力峰子全員が各々 OHPを使ってセミナ

ーの総括を発表しあった。

第1回オリ工ンテーリング

安全衛生妓術訟備(関節杉浦絡ひまわり影療所医

師)

第2図作業を人間に合わせ～ :人間工学(鋪師:飯田勝祭・烹

～東部労災聡業病センター事路局長)

駒田作業場の気象条件、照明、騒音(講師伊脚百好労働

科学研野万)

化学物質による健康陣容(～師.古谷杉郎・全国安全衛

生センタ一事湾局畏)

第4回職場訪問(fヒ粧品製造工渇/プラスチック製品製造工

場)

第5固まとめ

-電検労安全衛生講座

日本電気計器検定所労働組合は、 1993年6月24 26

日に安全衛生対策会識を開催し、東京東部労災職業

病センターと全国安全センター事務局が協力して
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中1日を使った参加盟トレーニングを実施

した( r安全センター情報J93年10.月号)。

参加者は組合執行部のメンバーと全国16

支部の「いのくらJ担当者カ安全衛生委員

会の組合代表者。支部からの参加者はほと

んどが20.歳台の若いメンバーだった。

組合から安全衛生に関する相談を受け

てから、参加型トレーニングの趣旨と方法

を説明、何度も現場を見学させてもらい、

作業の状況をスライド、ビデオに撮影して

もらったうえで、とりあげるテーマや運営

について現場に密着した事前の打ち合せ

を重ねた。出てきたテーマは「作業を人間

に合わせる人間工学Jと「労働環境から考

える服装」、さらに、両テーマを議論する

中で出された改普策を実現するための穣

擬安全衛生委員会」を配置した(したがっ

て、模擬安全衛生委員会で何をとりあげる

かは当日にならないとわからない)。

①「作業を人間に合わせる人間工学」で

は、電気メーターの検定作業のビデオを見

てもらい、とくに作業姿勢に問題がある点

や改善策を5つの小グループに分かれて討

諭した。全国から集まっているので、各地での工夫

や経験を積極的に出してもらうようにした。②「労

働環境から考える服装」では、実際に使用している

男女用作剥脱会場に持ち込んで、作期Eの改善に

ついて小グループ討論を行った。③「模擬安全衛生

委員会」では、 作剃日(デザイン、支給期間等)の改

善をとりあげ、 5つの小グループ各々で安全衛生委

員会で要求を実現していくための議論を行い、抽選

で1グループが代表して執行部3役らが扮する使用

者倒委員と「模援安全衛生委員会」を実施、その後

再び5つの小グループに分かれ総括を行ってもらっ

た。

関心がありそうなテーマを選んだものの若い参

力［盾で意見が出るだろうか、などと不安そうな執行

図7 .検労安全衛生11..全国安全センター第3固労働安全衛生学校

9:00 開 11.オリエンテーシヨン オリエンテーション

9:30
作業盗～

ビデオディスカッション

10:00 11.① グループ肘険①

10: 30 グループ肘蛤① 発表・全体肘蛤

11:00 これからの安全衛生活動
m援①

11: 30 発表・全体討蛤
人間工学

12: 00 11.②

昼食 昼食

13:00 グループ肘面白②
作m費a量E②膿

13:30
グループ肘愉② ge軍医・全体Eサーー

14: 00
発表・全体肘鎗

14:30

1500 4庫銀安全衛生餐員会 作集環焼
グループ肘愉③ IU量③

15 30 自庫銀事E員会

16:00 グループ肘愉@ グループ肘愉③

16: 30 まとめ
発表・全体肘険

17: 00 終了
労働時間

17: 30 ou量⑥

18:00
まとめ

部だったが、議論は活発(模擬安全衛生委員会では、

海千山千の使用者側に1日の長があり、若い労働者

側がたじたじとなる場面もあったが、総括討譜では

「本部の日頃の苦労がよくわかった」という声もで

た)。

まる1日をかけたプログラムとしては、これと全

国安全センターの第2回労働安全衛生学校での2日

目のプログラムが参考になると思われるので、両者

のスケジュールを図7に掲げておく。

.その他

その他にも様々なかたちで参加型・自主対応型

の経旨を活かした取り組みが行われている。

1回 "'3時間、週1回とか月1回で数回の講座と、

形式的には従来からよくあるパターンであっても

グループ討論をとりいれる。例えば、東京清掃労組

が企画している第3回労働安全衛生講座は下記のよ

うな内容(第4回目には総括講座を1泊で行う予定)。

東京水道労組が1993年1月から6月にかけて行った

安全衛生講座(全6回)でも各国ごとに講師の講義の

あとにグループ討論を行うようにし、第6回目には、

模提安全衛生委員会も実施している(r安全センタ

ー情報J93年8月号)。

第l固［グループ約諭］安全衛生jき動¢澗題点、学びたい点

［講雪量］東京湾婦の公潟災望書の現状と叡リ組み(講師

渡辺一保安全衛生担当3役)

［課題］各職渇で災書に対して再発防止対策を行い臨

場改聖書・作業改善を行った事例を次固までにまとめ

てく否.

第2回 fグループ的論主足害対策として職場改箸 作業改醤

を行った事例について

講穏］労働安全衛2主玄規の活用と労働8合(講師井
上浩元労働基準監瞥宮)

目黒題お割草地自の労働安全衛生i鑓反箇所を調べ否、

母漬全衛生委員会活動状況、G涯業医活動状況

第3回 ［グループ討論］労働安全衛生法違反箇所改答方法に

ついて 安全衛生委員会活動状況と産業医の活用に

ついて

［～澱］安全衛生委員会活動と労働組合(講師・中柄伸

五 自治労顧問医師)

課題］各聡喝の安全衛生年roll計画について

労組の定期大会の日程中の分科会討論でトレー

ニングを実施した例もある。全国一般南部支部で実

施した テーマ .3..4時間のコース。「作業姿勢の改

善」をテーマに、講義の後、現場部門と事務部門に

分かれ、各々組合の仲間が働いている職場のビデオ

.プレゼンテーションを行って、小グループ討論で

改善策を考えた( r安全センター情報 93年8月号)。

合化労連・化学一般関東地本の安全衛生学習会

でも、グループ討論を取り入れたり、検知管を用い

た簡易測定の実習、チェックリストの開発などに取

り組んでいる(r安全センター情報J92年5月号) 。

また、東京東部労災職業病センターでは、とにか

くILOマニュアルを全部読んでみようと、毎月1

回2時間のペースで1年間かけて読み終えた。毎回、

簡単なレクチャーをセンタースタッフを中心に行

い、参加者がマニュアルを給読して、質問や意見変

換を行いながら進めた。参加者は毎回7... 8名程度。

参加者数も変動したり、主催する倒も間延びしてし

まった感もあるものの、マニュアルに記載されてい

る基本的な視点や知識などを勉強しながら、参力［渚

の職場の実情や経験などをフリートーキングでき

たのがよかった。一般の安全衛生に関するテキスト

はどうしても専門的・個別的でとつつきにくいが、

ILOマニュアルではこのような読み合わせが可

能だし、有効だ(それでも声に出して読んでみると

翻訳一日本語表現の改善案が出てきたりするとこ

ろが面白い)。なお、トレーニング・リーダーのた

めの手引きでは、 r(マニュアルを)あらかじめ家で

読んでくるようにいうのはよくない。講座の時間劃

の中に、読むための時間を設けておくべきであるJ

としている。

金属機械兵庫地本でも1日1回の労働安全衛生学

校を定期的に開催し、 ILOマニュアルの内容を学

習していこうとしている。年間、 3、4回開催される

ので、参加者が固定できれば2年がかりでマニュア

ルの内容をマスターできることになる。 1日のスケ

ジュールは、午前中に受入れ支部の活動報告、工濁

の概要説明と一般的な工場見学、マニュアルの講

義。午後は、グループづ別のチェックリストを用いた

工場見学とグループ討論、会社、当該支部担当者と

の意見交琉という日程である。特徴としては、講義

ではILOマニュアルを毎回1章ずつ説明し、内容

を理解する。説明にはスライドやOHPシートを用

いて理解を助けるように工夫している( r関西労災

職指南J93年4月号に報告) 。
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関西労働者安全センターでは、参

加型安全衛生トレーニングの趣旨

を活かして、地域(コミュニテイ)ユ

ニオン等の労働相談担当者を対象

にしぼって、 1991年4月13日( 1 5名参

加)と1993年4月3日に「労災相談ト

レーニング講座」を実施している。

労働災害の実例を取り上げてその

解決策をさぐるグループ討論を重

視。 2回目には、模擬団体交渉も取

り入れた。

4 すぐできるトレーニング

-参加型・自主対応型に徹するための準備

従来のパターンでは、テーマを決めて講師を頼ん

だらあとは講師まかせというスタイルが多かった

と思われるが、参加型・自主対応型のトレーニング

では準備の過程が重要である。

1LOマニュアルのト レーニング・ リーダーの

ための手引き(以下、 1LOの手引き)では、参加者

の関心を引き出すために次のようなアドバイスを

しているが、これらの点を念頭において準備をする

こと。

-参加者自身の経験を引き合いに出すこと:参加

者自身がかかえている問題点や経験を可能な限

り頻繁に引き合いに出す。

・具体的な例を挙げること:一般的あるいは理論

的な点を指摘するときには、具体的でわかりやす

い例を挙げるようにする。参加者の仕事の中から

得られた具体例であればあるほどよい。

・今ある事実から始めること:グループの聞でた

った今話題になったこと、あるいは参加者全員に

とって iil染の漂い自分たちの仕事や地元でおこ

った事実を取 り上げる 。例えば、地方新聞の中野

短い記事、テレビ番組、新しい出来事、あなたの

同僚がたった今話した内容など。

講師には、①講義はできるだけ短く(泊分程度の

講義が望ましいが、従来のスタイルに慣れてしまっ

ているとこれが愈外とむずかしい)、②ビデオ・ス

ライド・ OHP等の視聴覚に訴える教材を活用す

ることが望まれる。そして、できるだけ@滞加者の

職場・地域の経験をとりあげてもらうこと(このた

めには主催者の協力が不可欠)。趣旨を理解してこ

のようなスタイルの講義ができる講師を増やして

いくことも今後の課題であるが、必ずしも専門家に

頼るだけでなくみなさんが講師役をつとめてやっ

てみることをお勧めする。

グループ討論の課題は、参加者の職場・地域の事

実の中から用意することが望ましい。あらかじめ

「正解」を用意したり、想定した課題にしないこと。

とりあげる職場で実瞭に改善の必要性や要求があ

って改善されていない問題をとりあげ、よい改善策

が出されたら実際に実行してもらうようにするの

がよい。課題提起用のスライドやビデオを撮らせて

もらうにしろ、職場巡視に入らせてもらうにしろ、

このような準備をするためには、その職場の(労使

の)理解と協力を得るプロセスが必要であり、その

こと自体が参加型・自主対応型の労働安全衛生活

動を前進させる契機となり得る。

グループ討論のリーダー(司会役)が、参加型・自

主対応型の趣旨をよく理解し、できるだけ準備段階

から関与していることが望ましい。リーダーに期待

されることは、参加者の発言を引き出すこと。「演

説をするな Jr答えを出さずに問いかける I人の意

見をけなさなしリ等を「基本的なルール」として確

認しておく。また、講座の総括・評価の良し悪しは

リーダーからもたらされる情報と経験に左右され

ると言ってよい。

実際にトレーニングを開始する段では、オリエン

テーションと最初のグループ討論が、参加者を開始

直後から講座に引き込むために重要である。オリエ

ンテーションで講座の趣旨と内容、運営方法をきち

んと説明し、最初のグループ討論は次回以降よりも

十分な時間をとるようにするとよい(そこで最初に

お互いの自己紹介を行ってもよい)。グループ討論

の結果の発表は、 O H P (オーバー・ヘッド・プロ

ジェクター)シートに記入してグループのメンバー

の一人がそれを使って発表するようにするのがよ

いが、 OHPにはじめて接する人もいるので、オリ

エンテーションか最初のグループ討論を行う前に、

OHPの使い方を説明しておく必要がある(リーダ

ーは使い方を知っているようにする)。発表は、リ

ーダー以外の参加者が各自1回は行うようにすると

よい。

さらに、可能な限りトレーニングの運営自体に参

加者を引き込むことが望ましい。これは、準備段階

からかかわるという面だけでなく、開始してからも

参加者が関与できるようなプログラムを組むとい

うことである。参加者が討論しながら以降のプログ

ラムを自主的に決定していくというのが理想形だー

ろうが、そこまでできなくとも、グループ討論で出

された内容を以降の講義や討論課題の設定に反映

させていくことや討論課題を参加者が決定するよ

うにすることなども考えられる。

-多彩なプログラムや教材の開発を

1LOの手引きでは、図1(5頁)に示した4泊5日の

日程の「トレーニング講座スケジュール例」及び一

つひとつのテーマについては、次のように運営する

ことが勧められている。

一講師またはリーダーによる講義(20""的分)

ーマニュアルの該当部分を読む (30""印分)

ーグループ討論(1""2時間)

ーグループ討論結果の発表(30分""'1時間)
ILOが勧めるプログラムカ勾量一万能であるは

ずもなく、日本の各地域・職場の実情に合わせたプ

ログラムが開発される必要があるということが基

本。しかし、経験的にはこのプログラムが有効であ

り、このプログラムのよいところと改善すべきとこ

ろを体験したうえで修正を行うという点でも、実現

可能であればぜひ行ってもらいたい。

しかし、現実にはこのようなプログラムを組むこ

とが困難な場合が多いため、取り上げるテーマの数

を絞ったり、「マニュアルの該当部分を読む」の省

略や時間配分を変更したりして、紹介してきたよう

な様々なプログラムが「開発」されてきたといえる。

4泊5日は無理というところでも、ここで紹介した

事例を参考にすればすぐに実現できるトレーニン

グ・プログラムがつくれるはずである。講義と討論

課題の説明(40分)+グループ討論(却分)+討論結

果の発表(40分)とすれば1つのテーマて官射～2"'3時

間の枠(3時間程度あった方が余裕があるしマニュ

アルの続習も入れられるかもしれない)が目安にな

ろう。 1テーマ・3時間程度の単発のプログラムより

は、朝から夕方までかけた1日コース、できれば2泊

3日コースをお勧めする。「通い方式」の場合でも、

実施日は朝から夕方までの1日コースにしたり、 1泊

2日のコースも組み合わせる方がよいし、やはり参

加者が全日程を通して参加できるようにする工夫

が必要であろう。時間内研修の確保や組合休暇の利

用等の問題から、全癒害関西地方本部や東京滑婦労

組の事例にみられるような次固までに準備する宿

題を設定することなども参考になる。多加対象者に
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忌集 7参加型講座モデル・フロクラム

ついては、経験等のレベルや職種・業種が同じ方が

よいかパラついていた方がよいかなどの譜論もあ

るが、とりあえずあまりこだわらずに行ってみるこ

とだろう。 ILOの手引きでは、講座の最後のグル

ープ発表の題材のひとつとして、ある特定集団に対

する安全・衛生・作業条件改善のための短期トレ

ーニングコースの完全な計画を立てること(詳細な

崎明割、教材、準備作業、器材計画を含めて)を勧

めている。自治労と自治体労働安全衛生研究会によ

る「労働安全衛生リーダー養成講座J等で実際に試

みられているが、参加型・自主対応型 トレーニング

に参加者たちで譜輸していけばよりよいトレーニ

ング・プログラムを開発していけるだろう。以下で

は若干の問題となると思われる点を指摘しておく。

「総合的なアプローチ」と日程の物理的制限の矛

盾は常に頭を悩めるところになる。①安全、②衛生、

③作業条件、④人間工学、⑤作業編成、創高利厚生

等といった幅広い範囲で職場改善を考えるという

のは、専門家まかせに専門分野別にコマ切れにして

対策を立てるアプローチに対する批判でもあるか

ら、 1回のトレーニン グだけで網羅できなくても、

「総合的なアプローチ」という観点は忘れないよう

にしたい。

チェックリストを使った職場巡視を取り入れる

と、ほぼまる 1日分の日程が必要になる。一定の人

数の賭場巡視を受け入れてくれる職場を確保する

ことの困難と土日曜日だと可能な職場があっても

休業日にあたるなどから、全国安全センターの労働

安全衛生学校でもまだとりいれられていない。ビデ

オ・プレゼンテーションなどの替案を開発してき

たわけだが、臨場感から言っても職場に入ることが

また取り組みの前進の契機になることからも、職場

巡視を行うことができる方が望ましいことはいう

までもない。さらに、 Ox式でなく、具体的な改善

対策の必要性や優先順位、良い事例などをチェック

する方式のチェックリストには大きな可能性があ

り、ぜひチェックリストの活用をプログラムにとり

一一一一.
いれていただきたい(とりいれていきたい)。

また、今回紹介したように、安全衛生職場マップ、

模擬安全衛生委員会、パネル・ディスカツションや

寸劇による問題提起等々の ILOの手引きではふ

れていない様々な工夫や独自のチェックリストの

開発なども行われてきている。ここでは、どのプロ

グラムがよい悪いではなく、紹介した事例を参考に

していただき、ぜひみなさんに実際にトレーニング

を行っていただきたい。また、やってみて得られた

経験や総括を寄せていただければ引き続き紹介し

ていきたいと思っている。

最後にふれておかなければならないのは、フォロ

ーアップの重要性。 ILOの手引きでも次のように

いっている。

「トレーニング講座後のフォローアップも重要な

仕事である。一番よい方法は、しばらくしてから参

加者に集まってもらってフォローアップのための

会識を聞くことだろう。研修内容ごとの別べつのミ

ーティングを行うことも、トレーニング結果のフォ

ローアップのよい機会となるだろう。また、あらゆ

る可能な機会を活用して参加者の声を得るように

努める。参力［渚カf講座後行ったトレーニング活動や

安全、衛生、ネ酌t活動についての情報が得られれば、

それもあなたのトレーニング効果をフォローアッ

プする手助けとなる。あなたのトレーニング活動を

さらによいものとし、安全・衛生トレーニングの組

織化のために、あらゆる努力を行うべきである。」

この点では、自治体労働安全衛生研究会の労働安

全衛生講座の参加者が同窓会等を通じて経験を交

涜したり、各都道府県本部や単組で講座を行う際の

中心になっているような実例を多考にしていただ

きたい。創［盟・自主対応型トレーニングの有効性

は、参加者の感想・評判というかたちて端的に証明

されるが、トレーニングによって実現した職場改善

事伊操の作成など、フォローアップ作業を通じても

成果を具体的に示せるようにしていきた

い。 回

自ぬの八似｛昌男｛本aUJA務火青島厄
馬場労災認定闘争を娠リ返って

原田正
自治労佐世保市役所聡員組合執行餐員長
罵渇労災苅策望書員会委員長

新総合病院建設事務室建設係長であった故 馬

場伸倍氏が、平成元年5月26日に自らの命を断たれ

てから5年目の命日がやってこようとしていた平成

6年4月18日の早朝、篠崎年子参議院議員から「馬場

さんの件は地公災基金(地方公務員災害補償基金)

本部から連絡があり公務上災害とのことです との

電話が入り、その後間もなくして地公災長崎県支部

審査会事務局より「公務上災害認定書を送付 しま

す」との通知があった。直ちに遭旗の職場に電話を

して「公務上認定」になったことを報告した。被災

者の妻からは泣き崩れながら「ありがとうございま

した」と微かな声で返事カ汚亙ってくる。おそらく、

夫の無念が晴らせたうれしさと公務災害認定請求

を決意してから約4年間の心労から開放された安堵

感からの涙であろうと思えた。

翌日の4月19目、地公災長崎県支部より認定書が

送付され、佐世保市総務部長より遺族に手護され

た。公務災害認趨育求書を提出して3年が経過して

認定闘争を終結することができた。

佐世保市職では、これまでに自治労本部や自治労

公務災害認定問題研究連絡会(略称・自治労公災

連)及び県内て・先進的に闘った島原市職の指導助言

を受けて、基金支部審査会で2件の公務上認定を勝

ち取ることができた。

ひとつは消掃作業員がごみ収集作業中に両眼に

ごみと薬品が入り両眼失明状態になって自殺した

事案である。これは、平成元年8月に自治体職員の

自殺としては全国で始めて公務上災害の認定を受

けることができた。

もうひとつは、新病院建設に関連して当時管理職

の総合病院院長心得が、新病院運設予算の譜会上程

のため院長応接室で執務中亡くなられた過労死事

案である。これは、佐世保市の医師会や長崎大学医

学部の協力を得て「犬塚労災の認定を求める会」を

結成して取り組み、平成4年8月に公務災害認定を受

けることができた。

今回の馬場事案は、この2件の取り組みの教訓を

生かして取り組んだ結果、被災者が過労による精神

的ストレスから「反応性うつ病」を発病し、その疾

病によって自殺に至ったことを被災日以降に業務

起因性や業務過重性などを立証し、そのことが認め

られるという画期的な判断が出された。

近年、自治体職場は OA機器の導入に伴って集務

20 安全センター情絹例年7月号 安全センター情柑94年7月守 21



|佐世保市臨・自殺の公務災害認定 11

が多織化、複雑化して労働密度が高まり「過労死」

や「精神民患」が多発しており、このような災害を

未然に防止するため労働安全宿生体制を確立する

とともに、メンタルヘルス対策を講じるなど快適職

場作りにこれまでの公務災害認定の教訓を生かし

ていかなければならない。

このような災害を2度と繰り返させないために、

この馬場労災認定闘争の取り組みを撮り返ってみ

たい。

被災者は建築技術職で、 1985年4月、都市整備部

建樹旨導課より総合病院庶務課へ異動、翌年1月に

新病院建設準備室が発足し新病院の基本諒十の発

注や起債申請等の業務に携わる。 1987年 1月、総合

病院建設事務室が発足し建設事務室建設係長とな

る。

当時、佐世保市は第2次行財政改革を推進中で、

この建設事務室の発足に当たって市当局は組合に

対し、専任職員2名(建築技術職員)とそれ以外の9名

のスタッフ職員は全て本来業務との兼務でお願い

したいとの提案を行ってきた。組合はスタッフ体制

の強化を求めたが、「最後まで2名の専任でいいとは

考えていない、新病院開設の予定がありとりあえず

提案の内容でスタートさせてもらいたいJとの考え

を示し、組合はこれをやむなく了承した。

病院建設事務室が発足した直後、新病院の基本設

計に携わった最高責任者の病院長カf9E去、その 1か

月後には後任の院長心得が過労から急死(犬塚労災

認定闘争を限り組み公務上災害認定)、その3か月後

に新病院長が着任したが病院建設の基本的方針が

大きく変わってきた。

1987年7月末、錨磁計が完了したが、この時技

術担当理事(上司)が退職、翌日には病院建設事務室

長が人事異動で吏替、その後、年末まで請負工事発

詮のため業務に多忙を極めいよいよ入札となった

が、工事入札に閲しての談合疑惑問題で関係のない

被災職員にまで尾行がつくとの噂がたつなど心労

が相次いだ。

1988年1月、ようやく請負工事入札・工事契約が

締結され、 3月には工事着工にこぎつけたものの、

建設計画が不十分であったため設計変更カ相次々

とともに、病院長の吏替によって院内各セクション

からの要望が数多く出され、その調整などに多忙な

日々が京発いた。

1989年 1月、設計変更に伴う第 回の起債計画変更 

申請を行い、建制E体工事も予定どおり進行してい

たが、その時点まで医療機器の導入計画が定まって

おらず医療機器メ ーカーとの打ち合わせ、院内各セ

クションとの調整など繁雑な業務は続き、毎日9時
以降までの残業の連続であった。また、 3月には、

資材の高麗や消費税の導入に伴う請負業者からの

増額要請に苦慮することとなった。

新病院開設まであと 1年となった 1989年4月、また

しても病院建設事務室長が人事異動で交替、これか

らというときに被災者にとっては相当のショック

であった。

副院長を2名体制にすることになりそれに伴う設

計変更や新たに車庫糠の設計業務も加わり、さらに

外溝工事・植裁工事の打ち合わせや医療機器メー

カーとの打ち合わせに多忙を極めることとなった。

また、第2回設計変更に伴う請負工事額変更のため

の請負業者からの増額要求に対する調整や財政当

局との調整に忙殺され、 5月2目、助役との建設予算

打ち合わせで1榔千万円の増額について了承を取

り付け一息ついた状況となった。

組合は、 5月はじめ建設事務室に出向き担当職員

から実情を聞き早急な人的体制の強化を市当局へ

申し入れ、その結果5月22日付けで2名の事務職員の

人事異動が発令された。しかし、被災者が求めてい

たのは、一般職員の配置ではなく権限をもって調整

機能が果たせる管理職の専任配置を望んでいたも

のであり、この人事異動の発令にはかなり不満を持

っていた。

5月25日、午前中は車庫糠の製図・構造計算の業

務、午後は、庶務課との物品収納システムについて

打ち合わせを行い、「工事施行上不可能である 」 と

の主張が受け入れられず不満ながら妥協した。こう

した病院の管理運営に関することがこれまでも被

災者の知らないところで話が進み工事監理上支障

があったという。打ち合わせ後、車庫糠の設計をし

ていたがほとんどはかどっていなかった。

午後8時 15分、建設事務室調整係長(病院庶務課経

理係長兼務)が翌日の出張の打ち合わせについて自

宅から現場事務所へ電話を入れる。被災者は、明朝

8時10分に自宅丘くのパス停で待っていることを約

束する。午後8時30分、専任技術職員が帰宅しよう

と促したが、明日の出張の準備があると言って一人

で残る。それ以降、自宅には帰らず被災者を目掌し

たものはいない。

被災までの家庭での状況は、(遺族の証言から)

1987年1月、係長昇任時は仕事の責任の重さに不安

がありながらも仕事への意欲を持っていた。その

後、病院長の相次ぐ死去や建設事務室長の交替、談

合疑惑問題等の心労から被災固までの期間、 絞め

つけられるような頭痛Jr便酪Jr食欲低下Jr体重

減少Jr頭髪の抜け毛I子煩悩なのに子供と遊ばな

くなる Jr飲めない酒を飲んで愚痴る Iイライラし

て怒鳴る」などの状態を呈していった。妻は病院へ

の受診を勧めたが fa毘がない」と被災者は受診を拒

否してきた。

5月26日、午前10時25分、経死しているところを

中学生に発見された。検視の結果死亡推定時刻は、

5月26日、午前2時であった。

~'L.略物搬物撤御物物搬脇~塑物働機墜~AW'

3 馬場労災苅策委頁ES殖医至否権過
'的働協～//'..

被災日当日、組合は午後から行革合理化問題の団

体交渉を設定していた、病院選出の執行委員が欝己

局にきて「馬場さんが亡くなったらしい」と話して

いる。馬場さんの父が以前から病気であったので亡

くなられたのかと思っていた。しかし、しばらくし

てそれが本人の自殺であったことがわかった。

団体斐渉終了後直ちに現場事務所に出向宮、建設

事務室の組合員から事情を聴取した。現場の組合員

からは「委員長、これは仕事に殺されたようなもの

だ」とショックの中にも怒りをあらわに指嫡され

た。組合は、後日遺族と話し合って公務災筈認定請

求の手続をとってもらうかもわからないので、亡く

なられた状況や業務内容などを整理しておくよう

現場職員にお願いした。

告別式に参列して友人代表の弔辞を聞きながら

涙が止まらない。「行革合理化の犠牲者だ」との怒

りと同時に組合として病院建設事務室の人的体制

の確保ができなかったくやしさと責任を痛感した。

告別式の翌日、組合は直ちに市当局に抗議すると

ともに病院建設事務室の体傷 強化を申し入れた。

忌明がすんで被災者の父と奥さんが組合にあい

さつにみえられた。遺族が生活をしていくために就

職のお世話をすることを約束し、公務災害認定の手

続をされるよう話を したが、遺族は「そのようなこ

とをしたら誰かを傷つけることになるのではない

かJr夫の命が戻ってくるものでもないし…l世間

を騒がせたくないので静かに生きていきたい」など

の話があり認定請求はしない考えであった。

当時組合は、清婦作業員の自殺事案をかかえて基

金支部審査会での取り組みを進めていたがその結

論が出ていなかった。また、同じ病院建設に関連し

て病院長心得の過労死について遺族からの支援要

請にも結論が出せない状況のなかで、遺族へ認定請

求の話はしたものの説得には自信がなかった。

この年の8月、自治労全国大会に多加していたと

ころ組合から連絡が入り「清掃作業員の自殺事案に

ついて基金支部審査会より公務外認定取り消しの

裁決が出された」との朗報を受けた。

自殺事案での公務上災害認定は自治労関係で初

めてのケースであり、全国大会最終日に急きょ報告
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とお礼を行った。

この清掃作業員の自殺事案が公務上認定になっ

たことがきっかけとなり、犬塚労災の遺族を支援し

ていくことを執行委員会で確認して、具体的な取り

組みの準備に入った。

一方、馬場さんの件については、市当局に遺族を

職員として雇用するよう働きかけたが、行革合理化

の遂行中で欠員部署がなく、 10月より当分の問、学

校給食職場での臨時職員としての雇用となった。

翌年の5月、「犬塚労災の認定を求める会Jを結成

することになり、執行委員会でも馬場事案の取り扱

いを論譜し、再度遺族を説得することになった。

遺族と会って話をしたが、犬塚労災のことがマス

コミで大きく取り上げられていた時期でもあり、遺

族からは「犬塚さんは病院長で偉い人だったから支

援してくれる人はたくさんおられるでしょうが、主

人は知り合いも少ないし、また、自殺ということは

支援してもらえないのではないか」と話され、説得

してもなかなか応じてもらえなかづた。

5月 12日の土曜日の午後、犬塚夫人を伴って署名

暑めの練習をやることにした。市内開業医の病院を

訪問し署名のお願いをしたがなかなか署名しても

らえない、そろそろ終わろうかと思っていたとき犬

塚夫人から「私の親戚の嫁ぎ先が近くにあるから寄

ってみましょう」と言われ、ある小児科医院に立ち

寄った。

犬塚夫人が私を紹介し署名の趣旨を説明された

が、その院長は「犬塚先生のはわかるが、馬場君の

は組合としてどうするのか」とすごい貧l躍で言われ

た。この院長は被災者と高校時代の同級生だった。

公務災害認定請求は本人若しくは遺族の請求主

義であり、馬場さんの遺族とも話し合ったが認定請

求をしないとのことであり、組合は現在就職のお世

話をしている旨を話したが理解してもらえなかっ

た。

後日、執行委員会でこのことを報告したら、遺族

に対する説得不足ではないかとの指摘を受け再度

一一一」
遺族を説得することになった。

犬塚労災については、 5月24日から26日にかけて

給決起集会や街頭署名行動を行い、その後、反論奮

の作成や医師の署名暑めをすることにし、犬塚労災

認定闘争のスタートを切った。

故・馬場氏の一周忌の命日は、 26日である。犬塚

労災の一連の行動の途中、仏様へのお参りを兼ねて

公災連の庄司顧問と一緒に被災者宅に出向き、 3時

間にわたって遺族を説得した。数日後、庄司顧問が

自ら執筆された『畳の上で死んでも労災は労災』と

いう本に「現代という牢離は、自ら燃えなければど

こにも光はない」とサインをして贈られた。

その後、遺族と同僚職員との懇談や長崎大学医学

部及び附属病院への協力要請等を行うなかから遺

族は公務災害認定請求をしてみようと決意を固め

られた。

組合はこれをうけて「馬場労災認定閣争方針」を

機関会議で決定し、 8月の自治労全国大会には遺族

も参加して自治労の顧問医師や公災連との協議を

行った。

組合の方針決定に基づき対策委員会の設置の準

備を進めることとなったが、一方では遺族の正規職

員化について当局と確約がとれていない。

認定闘争を進めることが遺族の雇用に影響する

のではないかとの懸念もあったが、当局に認定闘争

を進めることを申し入れるとともに当局の協力も

要請した。

そして、 9月に組合役員、病院建設事務室関係者、

同僚職員、友人などで「馬場労災対策委員会」を結

成して認定闘争のスタートを切った。
iO',.

馬場労災対策委員会では、被災者の自殺は過重業

務による精神的ストレスの蓄積によって精神民患

をきたいその精神民号、に基づいて死に至ったこと

を立証するために、被災者が病院建設事務室の係長

になった以降の業務内容、勤務状態、家庭生活の状

況等を調査するとともに関係者からの諸々の証言

を集約して、それをもとに医学的立場からの意見書

の作成を長崎大学及び附属病院の専門医に依頼す

ることとした。

被災後l年半以上経過していることから立証作業

は困難と思われたが、被災者が真面目で凡帳面であ

ったため、建設事務室発足後の業務日誌は克明に記

録されていたので、この業務日誌の写しを関係者に

配布して被災者の行動、言動の証言を集め「被災に

至る紐晶」をまとめた。また、被災者の健康状態、

既往歴の調査や被災自の現場状況を警察署で調査

し、公務災害認定請求資料作成のための収集作業に

着手した。

公務災害認超音求書は、被災後2年以内に提出す

ることを対策委員会で確認し、基金支部横式の請求

書だけでもとりあえす官出することとした。

この請求書には任命梅者の意見を記さなければ

ならず、任命権者にどのような意見を記してもらえ

るかの議論を行った。基金支部の記載例には「本件

は、職務遂行中の事故であり公務上の災害と考え

る」となっているが、これではおそらく市当局も難

色を示すであろうと考え最終的には「本件は、公務

上によるものと考えられるJとすることで市当局と

折衝して了解を取り付け、 1991年4月 11日長崎県基

金支部へ提出した。

対策委員会では、公災連の庄司顧問の提案で、公

務起因性・業務過重性を究明しそのことを立証し

て認定請求に反映させるため被災者の3回忌の命日

に現地調査を実施することとした。

現地調査には、公災連の仲間が全国からかけつ

け、また、自治労県本部都市職の仲間や病院建設事

務室の同僚職員や被災者の友人など参加して実施

した。

5月24日、午前中、意見書作成を依頼していた長

崎大学医学部公衆衛生学教室の竹本教授、附属病院

の藤原先生ほか専門医1名を含めて認怠脅求提出資

料作成などの対策会識を開催した。午後には、医師

団で「労災防止とメンタルヘルス対策」講演会を開

催し、市当局の協力も得て 160名の多加で実施した。

市伎所での講演会終了後、被災現場を下見したあ

と新総合病院に集合し現地調査の打ち合わせを行

った。この現地調査は「被災に至る経過資料」と「同

僚職員の証言書」をもとに総合病院から被災現場の

中央公固までの約1キロを被災時間帯に3班に別れ

て歩き、被災者の当時の苦悩を想像し、その思いを

調査員各自レポートにまとめてもらうことにした。

この公園は、市内の中心部の小高い丘の上にあ

り、夜中は静まり返り寂しいところである。参加者

のなかには真夜中のあまりの静寂さに、途中で腰を

按かし動けない人もでた。

被災現場に調査員が集まってきたころ、折しも2

年前の被災日の気象状況と閉じように小雨が降っ

てきた。誰かが馬場さんの霊が呼び戻り何かを訴え

ているのだと言った。

死亡推定時間の午前2時、被災現場でまとめの集

会を行い参加者全員で馬場労災の認定まで全力を

あげることを醤い合い現地調査を終了した。

その後、対策委員会では現地調査でのレポートや

収集した各種の資料をもとに遺族及び同僚職員の

意見書・申し立て書などを作成し、その資料を長崎

大学附属病院の藤原先生に持参し医学的立場から

の意見書の執筆を依頼した。

基金支部事務局からは、申し立て書など追加資料

の提出要請があったが、その年の夏からは犬塚事案

の基金支部審査会での動容が見えはじめ、基金支部

審査会事務局の事情聴取や非公開の審査会も始め

られたのでその対応に集中することとなった。ま

た、犬塚労災と同時進行していけば天秤にかけられ

て駄目になる懸念もあり追加資料の提出は犬塚事

案が決着した以降に提出することとした。

犬塚事案については、審査会での口頭意見陳述な

どの取り組みをへて翌年の1992年8月、基金支部審

査会長より「公務外認定取り消しの裁決書」が交付
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され、佐世保市職としては2件呂の公務上災害認定

を受けることができた。犬塚労災認定報告集会を実

施して取り組みの総括をするとともに残された馬

場労災の認定に向けて取り組みの推進を再確認し

洗曹を新たにした。

それ以降、対策委員会では馬場事業の取り組みに

集中することとし、基金支部への追加資料の提出に

あたっては、総合病院と同時期に同規模の病院が下

関市で建設されたことを知り、下関市職労に協力を

依頼し建設に携わった関係職員からの事情聴取を

行って下関市民病院との比較調査意見書をまとめ

た。

そして、追加資料謹出書類の最終チェックを対策

委員会で行い、 12月 18日、各種意見書など別記のよ

うな追加資料を基金支部事務局に提出した。また、

これと同時に、「故・馬場伸悟氏の公務災害認定を

求める要望書」を自治労県本部執行委員長と佐世保

市職執行委員長名で提出した。

基金支部への追加資料を提出した翌年の 1993年5

月、基金支部事務局の担当職員から智請があり、「時

系列表」を作成し追加資料として提出するよう要請

があった。そのとき、基金支部事務局は基金本部へ

認定請求書類を送り、本部ではこれから専門医との

協譜が進められることになっているとのことが明

確になった。

内因性疾患や精神民号、の事実については基金支

部の判断ではなく基金本部との協議で判断される

ことから事務局との対応は重要となってくる。した

がってただちに追加資料を作成し送付した。

6月21目、基金本部に対し「基金支部段階での判

断が公務外となると審査会へ審査請求を行わなけ

ればならず、崎明も労力も要するので遺族の心情も

考慮して基金支部段階で公務上の判断をしてほし

い」との申し入れを自治労本部社会保障局長・本県

一一一一一一一-
選出の篠崎年子参議院議員を伴って行った。

これに対し基金本部事務局長は、「非常に難しい

事案であるが→サ検討して審査したい。今後、基金

支部を通じて調査を依頼したり事情関取をするこ

ともあるので協力をお願いしたい」との姿勢を明ら

かにされた。

その後、基金支部事務局に対しても「却下するこ

とを前提で対応するのであれば審査会での審理の

関係て資料の提出など協力はできない、どのような

姿勢で対応するのかを明らかにしてほしい。また、

請求者にだけ資料の提出をさせるのではなく基金

支部事務局として具体的に調査などをすべきでは

ないか」との申し入れを行った。

こうしたことから基金支部事務局は、公務上災害

認定に向けて最大限の努力をすることを明らかに

して病院建設事務室の当時の関係者から事情聴取

をしたいとの考えを示してきた。

対策委員会は、基金支部事務局の姿努力f明らかに

なったことから基金支部の対応に協力することと

し事情聴取者の出席要請や対策委員会での各種資

料を提出することとした。

基金支部事務局は、 1993年9月8日から9日にかけ

て佐世保市役所に出向き被災当時の建設事務室長

ほか11名の関係者から個別に事情臆取を行ったが、

そのなかで当時の上司であったそれぞれの管理職

からは「本来業務が忙しく被災者に任せていた」な

どの証言が出されさらに業務過重であったことが

明らかとなった。

基金支部は、この事情臆取現地調査の結果をまと

め、基金支部専門医への意見書作成を僻貢してその

意見書を基金本部に送付することを明らかにした。

対策委員会では、こうした基金支部の対応から今

後どのような取り組みを進めるかを公災連の庄司

顧問とも協議し、任命権者である市長に意見書提出

の欝脅をして基金支部へ提出すること、基金支部で

の判断時期などの状況を把握しながら万一却下さ

れそうな状況の場合その時点で署名行動を展開し

ていくこととした。

市長の意見書提出については、組合より文書で要

請を行い市当局との折衝の結果、市当局はこれを受

け入れ11月9日基金支部へ提出した。

その後年末の押し迫ったとき、基金支部事務局よ

り連絡が入り、再度別記のような追加資料の提出を

求められた。年明けて直ちに被災者の同僚職員の協

力を得て総合病院の書庫から当時の関係書類を捜

し出すなど作業を進め、基金支部の事務局とも打ち

合わせを行いながら 1月24日すべての追加資料の提

出を終えた。
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基金支部への追加資料の提出を終了後、基金本部

の審査状況を把握するため、自治労本部を通じ基金

本部事務局との折衝を行ってもらった。そのなか

で、基金本部は「今年度内の3月末までに公務上外

の判断を行う」との考えを明らかにした。

馬場労災認定闘争方針を決定してから3年半、精

一杯の努力をしてきたがどのような判断が出され

るのか不安ななかで待った。しかし、 3月になって

も何の連絡もない。地元選出の山崎泉衆議院議員を

通じて基金本部に折衝してもらった結果「年度内と

の約束をしていたが年度内には結論が出せない。近

い将来に必ず結論を出すとしか今は言えない」とい

うことであった。

年度を越すということは、公務上認定は難しく却

下されるのではないかとの不安がさらに強くなっ

た。もし、公務外であったら認定通知書の交付をし

ばらく待ってもらい著名行動の体制作りや基金支

部審査会への審査請求の準備を整えようと考えた。

4月 12日から自治労の労働安全衛生講座が東京で

開催されたのでそれに参加した。この講座の2日目

に基金本部事務局長の講義があった。講義終了後事

務局長にあいさつをしたところ「あの件は大変だっ

たね、基金支部には連絡しであると思うがまだ連絡

はいっていませんかJと言われた。

基金本部事務局長の表情から、これは公務上認定

の判断が出されるのではないかと思われた。はやる

気持ちで直ちに基金支部事務局に東京の会場から

連絡をとったらそんな連絡は入っていないとの回

答であった。すると次の講義の途中、基金本部事務

局長から電話が入り「さっきの件は勘違いでした。

今審査をしており近いうちに結論を出すようにし

ています」と言われた。やっぱり駄目になるのかと

がく然となったが、その反面一纏の光明も期待し

た。

15日、労働安全衛生講座もいよいよ最終日であ

る。目を覚まし朝食に行く途中、ホテルのロビーで

偶然にも3月末まで基金支部事務局長であった県交

通局長の宮崎さんに出会った。宮崎さんから、「昨

日、基金本部にあいさつに行ったのですが、馬場さ

んの件については良い結論が出そうですよ、近いう

ちに連絡がくるはずです」と言われた。突然のこと

で一瞬「えっ」と疑った。それと同時に「ゃった」、

これまでの苦労は苦労ではなかった、報われたの

だ、「馬場さんの無念が晴らせた」との感甑が一気

にこみあげてきた。

帰りの飛行機のなかでは、これまで取り組んでき

た諸々の思いが頭をめぐる。そして、認定通知書が

届く日への期待を思い飛行機と閉じような軽やか

な気持ちで帰途についた。

18日の月曜日、出動し組合の専従役員に「近いう

ちに公務上認定が出される」と吉報告した。その後

間もなくして正式な連絡が入り、感激も新たに「ゃ

れた」との安堵感とうれしさが潔った。
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故・馬場伸倍氏が被災されてから公務上災害の

認定書交付まで5年の歳月が経つ。被災当時小学校

4年生と獅在国の年長組だった子供さんは現在、中

学3年生と小学5年生になられた。
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佐世保币職•自殺の公務災害認定
被災から、遠族が公務災害の認定請求をやろうと 
決意されるまで約1年、認定請求書を提出するまで 
に2年、それから辉経って結論が出された。犬塚事 
案との関係で意図的に遲らさざるを得なかったこ 
ともあるが、その分を差し引いても認定請求から約 
2年はかかっている。もし、基金支部の段階で公務 
外の認定となっていたら、基金支部審査会への不服 
審査請求を行い取り組みを進めなければならず少 
なくともあと3^以上はかかったであろう。そうな 
っていたら上の子供さんは髙校卒業前後になって 
しまう。基金支部事務局のこれまでの努力と基金本 
部の賢明な判断に心から感謝したい。

この取り組みを推進したなかで、労災•公務災害 
認定制度上の問題点を感じたことに触れたい。
第1には、認定までに時間がかかりすぎることで 

ある。地方公務員災害補償法の目的では「地方公務 
員の公務上の災害に対する補償の迅速かつ公正な 
実施を確保するため、…もって地方公務員及びその 
遺^の生活の安定と福祉の向上に寄与することを 
目的とする」となっている。「迅速に」と言うので 
あれば少なくとも認^求から1年以内には結論を 
出すべきと考える。
今回の認定請求に当たって、公務起因性•業務過 
重性を立証していくには多くの困難と労力、時間を 
要した。
閔くところによると欧米の制度では、労働災害が 
発生した場合、認定請求をすれば処分庁が立証作業 
までをやり労災の判断を行うそうである。そのため 
には、現行の制度を根本的に変える必要がある。
現行制度を変えることができなければ、請求者か 

ら提出された書類を単に審査するだけでなく、今回 
の馬場事案に対する基金支部の対応のように関係 
者からの事情聴取現場調査など処分庁の積極的な 
対応が必要と考える。
第2には、馬場事案の場合、任命権者から「公務 
上によるものと考えられる」との意見を記させるこ 
とができたが、多くの場合は任命権者が公務上外の 

判断をして「請求しても無理だ」と処理されてしま 
うケースがある。
公務上外の判断は処分庁である地公災基金が行 

うものであることを使用者側に周知徹底してもら 
いたいと考える。
公立学校教職員や警察職員を含めた地方公民は 

340万人であり、そのうち、年間300人ものひとが自 
殺で現職死亡している。最近では「自殺の完全マニ 
ュアル」という本まで出版されている(この本は、 
自殺するより強く生きろと訴えていると思う)。 
自殺そのものは社会悪であり、今回の認定で自殺 

を美］匕するものでは決してない。しかし、仕事の過 
重業務が原因で精神疾患に陥り、そのことによって 
「死」に至ったのであれば当然、公務上災害として 
認定されるべきである。この事案のブロセスとその後の認定に向けた様 
々な困難性を教訓に二度とこのような災害が発生 
しないような予防対策を講じることが必要である。 
故•馬場伸悟氏のご冥福をお祈りするとともに、故 
•馬場伸悟氏の犠牲を教訓にこれからの労働災害 
防止対策に生かしていかなければならな 
いと思う。

資料1:提出資料一K
■1991年3月30日提出分
•爛災害認趙求番(基金^^)
任命権者の意見(本件は公務上によるものと考え 
られる)

-現認書(基金^^) _事務室次長)
,死亡診断書(死体検案番)
■1992年12月18日提出分
•人事記録の写し
•出勤薄の写し
.時間外勤務状況調書
•出張命令簿の写し
.病院建設事務室体制の推移
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•新総合病^^計画の概要
.新総合病院建設の経過概要
•被災者所属の事務分掌
.健康醐皮保険者証の使用状況調書
.被災者の家系図及び病歴調書
.家族の状況
,戸籍謄本
•住民票の写し
•_健康診断証明書
•被災現場•職場•自宅の地図
•被災現場の写真
•専門医の意見書
•遺^ •同僚職員等の意見書及び申し立て書
-被災者の妻
•被災者の妹
.被災当時建設事務室建設係係員(建設撕職) 
.被災当時建設事務室建設係係長(事務職) 
.被災当時建設事務室建設係主査(事務職)
.被災当時看護管理婦長兼建設事務室副主幹(看 
翻

.被災当時監理室副主幹(_技術職)

.被災当時営繕課_^2係係長(_技術職)

.被災当時市職員組合執行委員長職) 
-下関市立中央病院との比較調査意見書 
-故•馬場伸悟氏の公務災害認定を求める要請書 
(自治労長崎県本部執行委員長と佐世保市職執行 
委員長名)

■199紳5月26日提出分
•被災日までの時系列表
■1993^6月14日提出分
.業務腫粒証資料
■1湘3制月阳提出分
.被災に至る経過概要(対策委員会調査分) 
•被災日翌日の新閔スクラップ
-談合疑惑問題の新聞スクラッブ
.同僚職員等の意見書
.被災当時建設事務室次長(事務職)

■1993年11月9日提出分
.「公務上認定を求める意見書」(佐世保市長名) 

■1994年1月24日提出分
•設計変更についての院内ヒアリングの項目内容 
の写し

.行革人員削減合理イ_3(料(市職大会議案番の 
写し)

•請負工事変更書の写し(第1回分、第2回分) 
•設計変更内容項目の写し
•談合疑惑問題についての市議会での質疑答弁の

•談合疑惑問題についての市議会全員協議会での 
市の娜
.病院建設事務室の業務分担体制の资料 
•時間外勤務命令簿の写し
-給与明細耆の写し
•建設事務室発足時の専任配置(2名)に対する組合 
の見解
(当時の団体交渉記録ょり)

•設計変更による業者からの増額要求と変更予算
•年度別事業実施状況及び財源内訳書の写し 
•病院事業収益的収支損益概況の写し 
.-齡計繰;^内訳表
.年度別病院事業起債計画番
•技術担当兼務上司の建設事務務への係わり 
方の証言

•技術担当兼務職員の建設事務室業務への係わり 
方の証言

•兼務上司の業務が被災者に業務負担となった証 
言

•兼醐員の業務が被災者に業務負担となった証 
言
-時間外に行った業務内容と時間外勤務をしなけ 
ればならなかった理由の証言

•現場事務所へ移ってからの業務内容と業務量の 
証言
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-設計変更の要求額と査定額との関係で被災者が

プレッシャーとなったことの証言 回
資料2: 労働組合の要望書寸

赦・馬場伸悟氏の公務災害

認定を求める要請書

佐世保市立総合病院の建設は、医療の高度化・多

様化の涜れの中で、県北医療の中核病院として、早

くから多くの市民・県民の期待を受け、病床数的。

床、工事費110億円という也記の大事業としてスタ

ートし、 87年 1月建設事務室発足後、 88年3月着工し、

2年間の建設工事を要し、伺年3月オープンしまし

た。

この新病院建設事業には、一向に改善しない佐世

保市の財政状況のなかでの厳しい予算規模、用地選

定、地元医師会との調整など、困難な問題を数多く

抱えていました。さらに、この事業の中核となった

「建設事務室」は、地方行革下の人員抑制によって、

故馬場伸悟建設係長(以下被災者)のほかは技術担

当職員1名と臨時職1名(事務職)の常駐という極め

て不十分な体制でした。 しかも、建設$務室発足後、

専任であった直属の上司である技術担当理事が、前

任者退職後兼務となり、事務室の最高責任者であっ

た建設事務室長が、 3名も人事異動で入れ替わると

いう異常な状況でした。

このような問題を抱えた中で、病院建設業務に着

任した被災者は、限られた予算と時間の中、病院内

の各部門との調整、設計変更、起債処理、譜会等へ

の説明、各官庁との折衝や各業者との調整などの膨

大な事務処理と責任を負わされ、精神的にも肉体的

にもぎりぎりの状況が続きました。しかも、限られ

た人員のなか、建設事務室長等上司は全て本来業務

との兼務で、建設事務室の極めて不十分なスタッフ

体制のなか、被災者は職責以上の責任を負っていま

した。

こうした状況のなかで、過大なストレスによる反

応性うつ抗懲を呈した後、自らの命を断つこととな

りました。

この事案は、極めて不十分な体制のもと、職責以

上の過重な労働条件により発生した、非常に不幸な

労働災害にほかなりません。このことは、遺族から

提出された公務災害認定請求書の意見書や、長崎大

学附属病院精神科蔵原医師の意見書でも明らか

になっております。

このような事案に類するものとしては、横浜市に

おける〔コアラ飼育係自殺事業) 0 9舶年2月28日認

定内晶丘の事実としては〔長野県飯田市中学校教

員の自殺案件) 0991年2月11日認定)等、全国で7件

にのぼる業務上認定の実例があるように、業務によ

る精神的重圧による反応性うつ病を発症し、自殺に

及んだ案件が公務上死亡として認定されています。

また、病院建設のスタート段階では、被災者の上

司で当時病院建設の最高責任者であった、犬塚病院

長心得力f、精神的・肉体的疲労から過労死され、

1992年8月 24日長崎県支部審査会で「公務外認定取

り消し Jの裁決が出されたところです。

公務災害認定制度は、公務災害により大切な働き

手を失った遺族の生活補償ということと、今後さら

に起こりうる同様な災害を防止するという重要な

意味をもっています。

是非、このような状況を御考察いただき、公務災

害としての認定をしていただきますよう要請いた

します。

平成4年 12月18日

全日本自治団体労働組合長崎県本部

執行委員長 加藤政継

自治労佐世保市没所職員組合

執行委員長 原団 正

地方公務員災害補償基金長崎県支部

支部長高田 勇様 回

資料3: 市長の意見書

平成5年 11月9日
地方公務員災害補償基金

長崎県支部長 高回 勇様

佐世保市長 桟 熊師

意見書

佐世保市の元技術吏員、馬場伸倍氏(当時・佐世

保市総合病院建設事務室建設係長)が、平成元年5月
26日に亡くなられた事件について、使用者側の最高

責任を負う立場の任命権者として意見を申し上げ

ます。

佐世保市は、新総合病院を建設するにあたり県北

地域の基幹病院として、高度医療の充実及び救急医

療を含む総合医療体制の整備充実を図り、将来への

医療の変化に対応できるような病院として地域医

療の向上をめざすこととしました。

このような考えのもとに、昭和61年3月、病床数

6∞床、総事業費105億円の規模で新総合病院建設の

基本齢十を策定し、市民の付託に応えるため、本市

の医療行政にとって一大事業といわれる新総合病

院建設に着手しました。

この基本設計完了及び病院建設事業起債申請後、

昭和62年 1月 日付で総合病院建設事務室を発足さ

せ、これに伴って、故 ・馬場新倍氏を同日付で同室

建設係長に任命し、病院建設に伴う設計調整及び病

院建設の施行監理・監督に係わる業務に従事させ

ることとしました。

以後、故・馬場氏は実施設計業務委託発注をはじ

め、工事入札及び契約、工事着工後の総 事務所と

請負業者との調整、病院内各セッションとの調整な

どを担当することになりました。

新病院建設事業につきましては、本市総合病院の

経営状況及び本市の窮迫した財政状況からして、最

小の経費で最大の効果を基本に極力事業費を抑制

しながらもグレードの高い病院建設を目標として

努力していかなければならない状況でした。

そのようなことから病院建設事務室の人員配置

については、少数精鋭の考え方で発足せざるを得ま

せんでした。

この病院建設事務室が発足した後、故・馬場氏が

信頼しきっていた病院建設にかかわる総合調盤役

である院長カヲE去されたことや工事入札談合問題

など工事着工までに多くのアクシデントが重なり、

故人にとっては本来業務に加えかなりの心労があ

ったものと思われます。

昭和63年3月、新病院建設の着工となりましたが、

着工後もグレードの高い病院を造るため、病院内各

セッションや各方面からの意見・要望が寄せられ、

そのことによる設計変更とそのための調整に多忙

を究めるとともに、資材の高臆や消費税の導入に伴

う設計変更に忙殺されることとなりました。

故・馬場伸倍氏は、こうした業務による肉体的、

精神的な疲労が重なり、しかも、平成元年4月末ま

での設計変更額の査定時点ではその疲労度が極限

状態になっていたのではないかと考えます。

平成元年5月25日の残業後、同僚臓員には翌日の

長崎出張の約束をしておきながら自らの命を断た

れたことについては、長崎大学付属病院の藤原医師

の意見書においても「仕事上のストレスによる反応

性うつ状態(反応性うつ病)にあり、うつ状態に基づ

いて衝動的に自殺に至ったものであるJとの専門医

の立場での所見であります。

このようなことから、本件は、職務遂行に係わる

公務上の災害と考えますので、公務上の災害に認定

されるようお願いします。 回

1) 自掘に歪るまでの被災者の状況
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寸函扇面7自殺の公務災害認定

遺族(被災者の妻及び実妹)からみた被災者の状

態)(省略)

2)輔縛医学的見地から前記の解釈

病院建設に携わった直後に相次ぐ病院長の死去、

および種々のトラブル発生の頃から、被災者は食欲

不握、特徴的な頭痛、早朝覚醒、周囲からみても元

気のないうつ抗曹を呈している。その後も業務上の

過大なストレスに峨されるのに伴って、この抗態は

徐々に埼悪し、焦燥感、記憶力の低下、易疲労感と

ともに自殺念慮も冗じていったことがわかる。

うつ状態の極期は89年5月初旬前後と考えられ

る。このとき(省略)、落成後の自らの責任まて気に

病むといった悲観的な考え方を述べるなど重度の

うつ状態を示していた。強度の便秘、「絞めつけら

れるような」と表現される頭痛や上腹部捕、早朝覚

醒あるいは全不眠、食欲不握、体重減少、易疲労感、

性欲減退などはいずれもうつ状態に特徴的に認め

られる身体症状である。また、焦燥感も伴い、本来・

穏やかな性格なのに易怒的になることもしばしば

ある。仕事の能率も低下するのが通例である。衰の

言でも、家庭内では記憶力の低下が認められてい

る。同僚の証言にはないが、おそらく本来の能力よ

りも仕事の能率は劣っていたのではないかと推測

する。元来、負けず嫌いて責任感が強い性格であっ

たが故に、職場では懸命に隠しおおせたのであろ

う。

2年あまり続いた過大なストレスが一段落した5

月中旬以降、うつ状態は軽快の兆しをみせかけ、そ

の直後に自殺に至っている。

3) うつ状鯉がいかにして惹起されたかの横討

うつ状態は「内因性うつ病」、「反応性うつ病」及

び「神経症的うつ病」に分類されてきた。(省略)前

2者は、うつ状態を引き起こした原因が患者自身に

あるか、それとも自身には問題がなく、うつ状態を

きたすに十分な強度をもった出来事によって惹起

されたかで分けられる。

内因性うつ病では、患者自身の持つ遺伝的な索

一一一一一一一」
困、病前性格などいわば体質的な素因によって、う

つ状態をきたすとされる。これと対照的に反応性う

つ病は、そのような索固なしに、外部からの刺激つ

まり患者をめぐる環境因、たとえば仕事上のストレ

ス、災害による打撃などの出来事によって起こると

されてきた。しかし種々の研究結果から、内因性う

つ病であってもその大半で、発病前になんらかの出

来事(ストレス)が先行することがつきとめられて

おり、現在ではこの分類はあまり意味をなさなくな

ってきている。

(省略)

被災者のうつ抗曹に、どの程度環境因が関与して

いたかを検討するために、内因性・反応牲の両者の

観点から被災者の状視をみていきたい。

被災者の血縁にうつ病、もしくはこの類縁良守、に

あたるアルコール症、自殺者などはなく、遺伝負因

は否定される J彪足者自身もアルコールはほとんど

飲めず、アルコール症ではない。身体疾患の既往歴

はなく、うつ病をおこす可能性のある薬剤を服用し

ていた可能性もない。

被災者は、中学1年の時点で、実母と死別してい

る。縦十的に、人生の早期に綴と離別した者はそう

でない者に比べて、生長したのちにうつ病となる確

料情いことが知られている。また、遺族、同僚が

ともに一致して述べているように、被災者は責任感

が強く、真面目て何事にも完量を期する性格であっ

たという。母親不在の家庭で、幼い妹をいたわりな

がら成長してきた生活史が、このような性格形成の

一因になったことが推測される。うつ病に関してい

えば、しかしここで述べた性格は うつ病親和性」

性格とされ、知商の危険因子のひとつである。生育

歴、性格の点では、被災者にある程度うつ病の素因

があったことは否めない。ただし、性格が直ちに「内

因性うつ病J に結び付くわけではなく、むしろ現在

の社会では美点とされる性格であり、またこのよう

な性格なしには、被災者に課せられた業務内容は、

遂行できない性質のものであったと思われる。

「内因性」か「反応性」かは、ストレスの度合と

の関連で判断すべきものである。また、以前に「う

つ病」の既往があれば、「内因性うつ病」を強く示

唆する傍証となるが、被災者の場合、 87年以前にう

つ病を想定させるようなエピソー ドはない。

87年以降、被災者には仕事上のストレス以外にう

つ状態を惹起するような要因は見当たらない。職場

て責任の重い立場になり、トラブルが相次いだ頃に

発症、仕事の負荷が重なるに従って症状が婚強し、

最も緊張を強いられる時期を過ぎた頃にうつ状態

は極期を迎え、ストレスが一段落しはじめてから症

状も軽快しつつあったという、仕事と関連した経過

をみると、うつ抗態と職場でのストレスとの因果関

係は明白である。

また、一般にうつ状態においては、自分の能力を

実際よりも低く評価し 、自らを責めて時には妄想に

までいたることもあるが、被災者の場合、このよう

な病的な自費感は認められな い。その反対に、係長

という役職以上の貧任を負わされる状況の不合理

さに、愚痴のかたちで異議を申し立てており、客観

的にみても十分了解できることである。この点で

も、内因性の病像とは異なっており、「反応性 Jの

要素を支持する所見である。さらにうつ病は、予後

の良好な民患であり、通常は特別な治療なしでも6
か月程度で自然に回復するものであるが、被災者の

場合、長期のストレスとともにうつ抗替も遅延して

おり、このことも仕事上のストレスがうつ病の経過

に強く係わっていたことを示す。

4) 自輯時の状況について

省略)うつ病には、つねに自殺の危険性が伴う 。

うつ病極期の自殺は少なく、知商初期と、とりわけ

回復期に多いことが知られている。発症以来、被災

者は自殺念慮を口にしていた。確認はできないが、

妻の話によると一度、自殺企図を想定させる 出来事

があり、被災者も自殺を企図したことをほのめかし

ている。

被災者の場合、長く続いた仕事上のストレスが軽

くなりかけたとき、自身の抗態も軽快してきて、追

い詰められたように進めてきた業務内容を、立ち止

まって握り返る余絡が出てきたのではないか。しか

し、いまだ十分には気力も体力も回復しきっている

わけではなく、「落成後に不備が出てきたときに責

任を負うのは自分だ」などと、マイナスの判断しか

下せなかったことだろう。一段落してもまだ仕事は

待っており、今後のストレスに立ち向かう勇気も握

り絞れなかったのではないか。同時に、自分を追い

詰めてきたものに対する憤りも脹らんできたので

はないか。回復してきた5月中旬以降、被災者は死

への思いと家践への思いとの狭間で大きく揺れて

いたと推潤する。何度も自殺のサインを出しなが

ら、また少なくとも一度はそれを試みながらも踏み

切ることができなかった。それ以前に比べて、気持

ちの余裕が出てきた時点で、むしろ自殺への傾きが

大きくなってしまった。被災者の、死を願う気持ち

には、通常うつ病に認められる「自分を罰する」と

いう意味あいよりも、憤りの方が大きかったのでは

ないか。

家:re患いの被災者が遺書も残していず、同僚には

翌日の予定まで話していることからすると、 5月25

日残業の後も、明確に死を意識してはいなかったと

考える。工事現場から持ち帰ったらしいロープを手

にし;ながらも、迷いは消えず、タバコを多量に吸い

ながら長時間ためらったのちに、決行してしまっ

た。このときに十分な判断能力があったかどうかは

疑問である。推測の域を出ないが、自殺の現場付近

て沼のカップが見つかって いること、それまでにも

素面では表に出せないう っ積した感情を飲酒して

吐き出していたことからすると、飲酒して自制を欠

いた状態で決行したのかもしれない。

5) 結語

被災者は87年以降、仕事上のストレスによる反応

性うつ抗態(反応性うつ病)にあり、うつ抗管に基づ

いて衝動的に自殺に至ったものであると ～・

判断する。 区出～
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井上 :告
全国安全センター副副長

ウラ金の使い道

1959年9月3日(木)晴

午後一せい閉庖による週休実施について浦和

市内の各商庖開業組合長を集む。一昨日は大混

乱であったが静観。今日は司会進行をやり決着。

11月6日(金)曇雨

午後大和伸管所と里墨伸銅の定期監督後、小

暮事務官と積水化学にいって K君(中元監督官

の親戚)の職を頼む。(沢山の人の職の世話をし

たがいやな思いをしたこともあった。しかし、

何人かは現在もなお会社等で活躍している。)

11月25日(水)曇雨雪

7時32分大宮発。萩原、根岸の両事務官と田中

監督官一家で長野善光寺へ。 16時40分発のパス

で上山田温泉へ行き宿。

前々回に漸曙の健康診断マージンについて

書いたが、それをどんなことに使用したかを書

こう。まず、業務に必要な図書を購入した。そ

んなものは正規の予算で買えそうなはずである

が、そんな余裕はなかった。驚くなかれ当時六

法全奮さえなかったのである。図.は労働省の

高級官僚カ省いた本を本省が予算で買い上げ、

それが洪水のように現物で涜れてきた。監督署

に選択の余地はなかった。そこでウラ金では、

まず六法全書と各学者の奮いた労基法の本を買

い集め、労働法学会の労働法講座も全巻購入し

た。こつけいだったのは署長の発案で“世界"

を毎号購入するようにしたことである。しかし、

これは買っただけで署長も含めてだれも読む人

はなく、結局やめることにした。次には名指rm;

を支払うことにした。監督署では業務用に使用

する名刺を各人が負担していた。一度文句をい

ったことがあるが、幹部の一人は「監督官証票

を見せればよい」と馬鹿なことを答えた。しか

し、名刺交換は日本社会の常識であるからそれ

をウラ金で負担することにした。当時工場新設

が多く 1年に5箱も使用していたのだから安月給

には負担であった。次に実行したのが全額ウラ

金負担の年2回の旅行であり、 1回は全署員一緒

で、他の1回は4名組んで好きなところへ行くこ

とにした。この 11月25日の旅行はその4人1組の

旅行であった。わたしはよいことを考えついた

と得意であったが、後に聞いたところでは私た

ちのように1泊でなく、 1週間以上も旅行してい

るところもあったそうであ然とした。いまでも

いく分日数を短縮してやられているかに聞いた

ような気もするが、老人性難聴で多分聞き違い

であろう。

19印年2月26日(金)晴

役所へ松岡教授から電話。夕方明治大学大学

院に行き、労働問題研究会会員に話す。

3月11日(金)曇雨

午後役所の2階会議室へ管内大事業場の担当

者を集め、臨時工、社外工等の特殊問題を話す。

好評なり。(この頃次第に問題になってきてい

た。)

3月29日(火)曇
4月1日春日部署第2課長(安全衛生・労災保険)

へ異動内報。春日部は2度目だ。署長より局に対

していろいろと私のことを中傷があることを聞

かされていやな感じ。(どんな中傷がだれにより

行われたかは言己憶にない。おそらく内部告発的

な組合活動に関するものではなかったろうか。

仕事の面でも独断専行が多かったのは事実であ

るから、沢山の敵が内外にいたのであろう。)

4月20日(水)雨曇

家樹海気のため午前中休み、午後出動。出動

してみると私カを労働の行政研究大会へ出席 し

たらしいと大さわぎしている。夜春日部市内“甲・

子"で東武通運の歓迎会。途中抜け出て浦和駅

へ。商庖週休制て知り合った美容組合の人と銀

座へ。新婦で湖美芳の“夜来香"を聞く。(行研

大会でどうして大さわぎになったか記憶にな

い。署課長も組合員だから問題ないはずである

が、無断で行ったと誤解したのだろうか。一緒

に赴任した署長が“私に対してこわくて仕方が

ない"といったことがあったが何があったのだ

ろうか。)

4月28日(木)雨曇

大野煙火の遺族に遺族補償と葬祭料を支払

う。(大野煙火工場の労働都名爆死、8名軽悔の

事故は5日前の4月23日発生。当時は一時金であ

った。迅速に支払うことが何よりと考えて5日後

に支払ったのである。この災害については“労

働基準監督官日記"にあり。)

6月24日(金)曇雨
昨夜20時泊分東京発。午前6時20分割台山田

着。伊努神宮へ。“生長の家"事仕隊が通る。隊

列の最後尾に半身不随の老人が懸命についてい

く姿あり。午後6時まで第3回全労働定期大会へ

代議員として出席。 228名。

6月26日(日)曇

昨日は分科会と大会。今日午前終了。夜風に

吹かれて歩く。急行で帰途へ。(翌午前6時25分

東京着。帰宅し午後出動。午後6時から草加市の

工場会館て・労働組合に話す。この頃貧乏で生活

苦。)

7月7日(木)晴
安全大会。署長に強要し閉庁後署内で職員に

酒を出す。帰途酔って車中に眠り柏まわりてキ

前2剛帯宅。(署長に酒を強要したのは幹部のみ

料亭に招待され、安全週間巡視に疲れた署員に

は何の慰労もなかったからである。なお、酔っ

て電車を乗り越したのは在臓中2回、退職後l回

のみ。念のため)

8月27日(土)晴
午後朝霞の禅寺平林寺の句会へ行く。都耳、

木幕、服部、 小暮、萩原の各事務官、相馬技官、

関口監督官の計8名。(このうち物になったのは
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後に句集まで出した関口氏1人だけ。なお、官名

は日記にはないが吏友関係や仕事の関係を知る

ため言己入したもの。)

9月21日(水)晴

後藤事務官(労災主任)と樹木の珪肺病院に行

<oT 工業のT氏の長期給付決定(じん肺)調査。

まことに悲惨。鬼怒川の“さくま旅館"泊。(後

8藤氏は熱心な人で、だれもがいやがる交通寧故

等の三新子為事件も全部自分でこなし、長期給

付も1人でやっていた。私もおぼえたいからとい

っても私にはやらせなかった。いまでは三者行

為など困難な事件は課長カ担当することが多い

ょうであるが、良き時代であったのだろう。お

蔭で私はいまでも年金と三者行為はよく分から

ない。あの晩私は晩酌を頼ぢのを忘れ、後藤氏

をあわてさせて申し訳ないと思っている。 )

11月9日(金)晴

監督官全員でT製鉄監督。終って招宴。斉藤

課長と関口監督官と2人、経済や俳句やいろいろ

と話し合っている。署長何も分からずぽかん。

斉蕗課長さかんに“かしようしほん"を連発。

よく聞いていると、どうも“寡占資本"のこと

らしい。対する関口氏はもちろん“独占資本"。

1961年2月8日(水)晴

午前S木工所監督。石｝Iさん(地域の業者団体

会長)と石塚屋に行き飲む。 S氏(木工所社長)来

る。帰途 0∞円護さる。

2月9日(木)晴

昨日の5.似泊円を石川さんに返しに行く。とた

んに心軽し。にの頃お金に困っていたのだが。

8日後の17日に「またお金がなくて困ってきた」

とある。石川さんは食品会社のオーナーで人格

者であり、職員のだれもがよく世話になってい

た。)

2月28日(火)晴

S製O工場のボイラー担当者が、ボイラー技

士試験を何度受検しても落ちるので局に頼みに

行く。にのS工場は配丘テレビにも登場した。

ここの社長も役所に対して非常に協力的な人で

あった。頼んだ結果については.かないことに

しよう。)

3月21日(火)曇

昨日より伊豆長岡へ職員旅行。共済保養所宿

泊。寒い。後藤事務官と一足先に出て韮山の反

射炉跡ヘ行く。帰りに新橋駅て署長キセルを見

っかる。鮒忠て散んで帰る。(知らなかったのだ

が署長一人だけキセルだった。前後が正規の切

符だったのですぐ見つかり、事務室でしぼられ

たようだった。)

4月21日(金)曇

署長カf死亡災害の管轄について狭量なことを

いうので論争。(なるべく他管内に押し付けよう

とする傾向があった。)

4月28日(金)晴

労災申告書集めに懸命。午前浜野鉱工のアセ

チレン検査。続いて日本乳化剤のボイラー検査、

佐議建設の死亡災害調査。疲れた。

5月4日(日)曇

生活費困窮。艶丘各所の宴会に行かず。署長

不機嫌。時に不気味な顔をする。

8月16日(水)晴

午後署長と玉掛け講習日当のことで論争。(構

師で出講したA監督官へ高い目当を支払うとい

うので、勤務時間中に賃金をもらいながら仕事

の話をするのだから不要といって争う。)

8月19日(土)晴雨

出動すると安全衛生係のG君が、

「課長、申し訳ありませんカ惇めます」と。

私は驚いてG君の顔を見つめていった。

「一体急にどうしたのですかJ
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G君は西日本の普通高校を出て就聴して、ま

だ日浅いのである。

「仕事に自信がなくなったのです。身体が小さ

いので会社の人から甘く見られていますJ

私はますます驚いていった。

「ナポレオンも秀吉も小男ですよ」

しかしG君は聞かず、様子がおかしいので車

を呼んで帰宅させる。昨日死亡事卸件。

G君は精神を病み遂に入院した。原因は失恋

だという人もいたが私はそうは思わない。安全

衛生係を担当したG君は技術的な知識が不十分

で、よく係長のA監督官にきびしいことをいわ

れていた。さらに思いことに60年安保に遭遇し、

彼は組合の分会長であった。本部からは動員等

の指令カ喋るが若くて新参のG君l持且合員を指

揮できなかった。運悪く署内に熱心な支部執行

委員が1人いたのでそちらからの圧力も感じて、

非常に洗んでいたことは私もよく知っていた。

最若年のG君が分会長になったのが間違いであ

ったのだが、だれもなり手がなくて押し付けら

れたのが実態であった。当時のある日、時間内

職場大会を開催せよとの指令で、この時はめず

らしく全員隣接の保健所庭に集まったことがあ

った。署長はそれを見て、事実上みんなを動員

したのはG君ではなく私だとして、私に始末書

を書かせようと私の知らないところでさわいだ

こともあった。その頃も含めて、私は一貫して

日本に革命が起きると感じたことは一度もなか

った。しかし、革新政権が誕生するのは時間の

問題だと比思っていた。私の大変な見込み遣い

であった。 G君はもちろん労働運動の闘士では

ないので悩み、やがて退職した。

10月28日(土)雨

雨中特殊工機のキャデラックて苛跡の清琴荘

へ。署長は車中も飲みどおし。実に汚い。老妓

2名来て盛会。(労働基準協会の旅行ではなかっ

たろうか。翌日は鬼怒川を通って帰る。)

1962年1月16日(火)晴

零下2度。午後“丸滑"て労働基準協会の新年

宴。署長酔って拍手の音頭取りの前置きが長い

ので大声叱時(しった)す。(私は2日の署長宅で

の新年宴にも欠席し、署長は不機嫌であったと

いう。私も少し?短気すぎたのであろう。)

1月17日(水)晴

午前大同紙業と熊坂製作所監督。午後九段の

繊維会館で全織の井上調査部長にあい繊維産業

の労働実態について聞く。研究発表を考えてで

ある。

1月19日(金)雪晴

午後署2階て曹日部市内桐箱業者の労災保険

手続きの団体処理を行う。 0事務官を主担当と

する。終了後“先滑"て吻存会。(中小企業の労

災保険事務の負担軽減を図るため、団体で加入

できるように何度も意見具申したが採用されな

いので、便法を考え出してこの日強行した。法

改正により正式に認められるのは4年後の1船5

年からである。なお、この頃まで協力的であっ

たO君は、後に私を困らせることになる。しか

し、桐艇に棚だっためであ回
る。)

〔備考〕思舗のため誤字等があ~ので前回⑬について次

のとおリ訂正レます. 27頁左欄下から4行自「女子則」

は「女年則J. 28頁右衛下から4行自「あった.Jは「い

った.J. 29頁左鋼上から3行目r1953年JI d.f 19日年J.

よから 12行目の下に「でき ～.J 1行脱落.下か67行

目 当然 l et 当初J.右笥よカ、ら1行自r19臼年Jlet

r1959年J o 30頁右笥下から7行自「線舗屋」は「経師

屋J.
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バイフ。補修工事で重大災害
福島・建設労組が被災者救済活動

-事依田況
1993年7月19日から 27日にかけ

て、東邦亜鉛小名浜精錬所低温熱

交換機のパイプ吏換作業中に水銀

-亜硫酸ガス等に起因する労働災

筈カ明生した。約10年ごとに1回パ

イプ交換作業を実施している。

亜鉛鉱石を生成する過程でパイ

プに付着していた鉛、亜鉛、水銀

等の重金属が、ガスバーナーによ

り熱せられ、気化したものを吸引

するか、皮膚吸入かで被災した。

元請けTDE練式会社はE硫酸

ガスの発生が予測されたので、防

}Iマスクを装着しての作業を指示

し、パイプ交換の作業工程が進み、

繁波浪機の中てイ乍業する人はエア

ライン(送気)マスクを装着させて

作業をさせていたと述べている

が、現場確跡はされてなく、安全

管理については1次下請けにまか

せっきりの状況であった。送気マ

スクも作業員全員に用意されたわ

けではなく、送風機の取り出し口

もタンクの足場の上に設置されて

いた。

7月 19日の作業の初日から発熱、

歯茎の痛みを訴える者カ犠出した

が、作業は継続された。しかし、

1・2次下請けのほとんどの労働者

が身体の不調を訴え作業に従事

することが不可能になり、7月26

日に新たに2次下請けで工事を依

頼された田村工業の事業主と労

働者4人が、わずカ斗時間の就労で

3人カ%亡するという大災害にな

ってしまった。

19路年9月に同熱受換機パイプ

交換中に、亜硫酸ガス中毒で3人

が被災している労災事故の前例

があった。このときに十全な安全

体勢を整えておけば今回の労災

事故は防げたかもしれない。

-労災事故調査の開始

東邦亜鉛の労災事故が新聞各

社に掲離されたのが昨年の8月12

日付けの新聞であった。

私たちの組合は、毎朝労災事故

や交通事故等の新聞記事には詮

目していた。というのは、労災保

険事務組合でもあるし、組合で加

入しているセット共済での給付

制度があり、仕事のー環として習

慣づけがなされていた。

地元の地方紙には「向精錬所で

ガス中毒により 2名死亡。ほか3名

桝皮災」の記事カ鴇裁された。早

速、被災者の中に組合員がいるか

を調査したところ、死亡した浜野

さんカf組合員で大きなショック

を受けた。

この日から、調査が開始された。

7月 19日の作業開始から実に約1か

月後である。

まず、いわき労働基準監督署で

の事情臆取や関係下請事業所の調

査、組合員名簿による就業者の点

検など、結果として組合員で被災

した人は死亡者1名を含む3名が判

明した。

-労災事故殺漬活動の開始

1昨年、いわき建設労働組合は、

ダンプ組合員の労災死亡事故問題

について取り扱い、救済活動の経

験があった。また、タイミングよ

く全建総連発行の「労働災害調査

マニュアルJのパンフレットが発

刊され、これを参考にして組合と

しての今後の取り組みの計画が立

てられた。

早速、 3名の被災した組合員の慰

謝料を試算して、当該遺族の方や

組合員本人、雇主の下請け事業主

に連絡を行なった。このことは、

発詮者や元謂け事業所が早めの示

談締結に対処することが予想され

たので、その防護策として緊急を

要した。

3人カ勾E亡した田村工業の事業

主に対して相談を持ちかけ、 9月6

日には、被災した新たな下請け事

業主が組合に来所し、従業員の慰

謝料はもちろんのこと事業損害に

ついての補慣について相談を持ち

かけてきた。

重大な労災事故なので、弁護士

の力も必要であると判断し全建総

連との相談で古川策ー弁護士を紹

介していただいた。古川弁護士の

依頼もできる旨を話したところ、

この事業主は早速組合に加入して

今後の補償活動に同一行動をとる

こととなった。

9月8日には、いわき建設労働組

合の役員会で、東邦亜鉛の労災事

故救済活動について全面的に取り

組むことを決定する。

9月11日には古川弁護士と被災

者の第1回の打ち合せ会識を行な

った。

この中で、今後の取り組みは弁

護士カ清百面に立つのではなくて、

組合や被災者の会(仮称)が対処し

た方が解決は早まるとの判断がな

された。

-救清活動の基本方針とその取り

組み

救済活動の基本方針は、事故の

原因究明と被災者の医療体制に万

全を期すことと位置付け、発注会

社である東邦亜鉛株式会社とその

1∞%子会社である元請けの TD

E株式会社を社会的に追及を行な

うことと平行して病院の対策も行

なってきた。 9月 17日、福島県連合

会の執行委員会でも支援が承認さ

れ、全建総連においても全面的支

援の承認をいただいた。

9月20日に東邦亜鉛株式会社と

いわき労働基準監督署に対して、

事故原因の究明と医療体制に万全

を期すよう申し入れ行動を行なっ

た。また、有毒ガスの吸引という

これまでに前例がない労災事故の

ため、専門医による治療が必要と

考え、現在治療している担当医に

も専門医で治療することに理解

を示してもらう文書も渡してき

た。

申し入れ行動については、事前

にマスコミ各社に連絡を入れて

おいたので、当日はテレビ、新聞

各社カ噸材に来た。また、行動終

了後記者会見を行なってきた。

申し入れ行動の中で事故原因

を究明し明らかになったことは、

元請け事業所の安全管理が全く

おぞまつで、危険作業にもかかわ

らず、安全及ぴ衛生管理者の現場

視察がほとんどなく現状把握が

できない状況であった。また、事

故後、生存している被災者に対し

て一言の謝罪もされていないこ

とに対する追及も行なった。回答

については文書で回答を求めた。

9月27日、会社側の文書による

回答がなされた。事故原因の究明

がなされていない点は不満を持

ちつつも、一定程度誠意ある回答

書でもあった。回答書の受理後、

労災事故の現場視察を行なった。

-東邦亜鉛小名浜繍鱒所プラン

ト橋信工事労災司匹敵被災者の

会結成、略綜 被災者の会」

今回の事故で被災したのが37

人で、就労者全員が有毒ガスを吸

引した。うち、 3名カヲE亡。

組合では、調査を進めるうち工

事の請負関係をっきとめた。元請

け企業TDEから請け負った1次

下請 2次下請の批が判明し、組

合と共同行動がとれたのが2社で

ある。残りの3社は、 9月一杯て棉

業補償を打ち切り就労させている

現状があった。

組合員以外でも共同行動をとる

被災者もでてきたことと、仲間を

畝大するためにも、被災者の会を

結成して今後の活動は、この会が

中心となって行なっていくことを

決めた。

10月8日、いわき建設労働組合事

務所で 被災者の会」を全建総連、

, 福島建設労連、いわき建設労働組

合と被災者7名で結成した。

-福島労働釜噂局交i9
重大な労災事故であることと、

事故原因究明が明らかにならない

ために、福島労働基準局交渉を行

なった。

10月15日には連合福島へ福島基

準局吏渉の時に、福島地方労働基

準審譜会委員の同行を要請した。

連合福島としては、同行はできな

いものの、 労働基準局へ 「受渉に

当たっては被災者の立場に立って

臨むこと。労災補償についてはス

ムーズな処理を行なう」旨を申し

入れたおいたとの報告があった。

また、連合を通して、東邦E鉛労

働組合カ噴邦亜鉛株式会社へ 「寧

故原因の究明と補償に万全を期す

ことJの申し入れを行なっていた

だいた。

10月 19日、福島労働基準局交渉

を実施した。終了後、共同記者会

見を行なった。

このように、われわれのすべて
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の行動は、社会的に明らかにした

中での行動をとってきた。

・治療体制の陣立

前例のない有毒ガスの股引であ

るため、治療体制に万全を期すた

めに、当初の磐城中央病院から、

すべての被災者を福島県浜通りで

施設が一番整っている磐城共立病

院へ転医させることを東邦亜鉛株

式会社へ要請してきた。と同時に、

無機水銀を多く吸引している関係

からそれらの専門医へも診療して

いただくために、全建総連に調査

を依頼して、「ひまわり診療所」を

紹介していただいた。

東邦亜鉛株式会社は、あくまで

も磐城共立病院が主治医であり転

医することは認められないと難色

を示していた。

被災者の会はあくまでも主治医

は共立病院の先生として、治療に

万全を期すことからひまわり診療

所の治療を受けることで、労災保

険の転医届け(6号線式)をTDE
から提出していただいた。

0月26日から第 1回のひまわり

診療所での定期検診カ功台まり、こ

れ以降、毎月1回検診日を設け、現

在でも続けている。

・いわき労働基漕監官著書、労働安

全衛生法違反で関係事業所書類

送暢
12月8日、いわき労働基準監督署

は労働安全衛生法違反で、元請け

のTDE株式会社、 1次下請の株式

会社大倉工業、 2次下請の有限会社

田村工業とそれぞれの支庖長、技

パート労災防止ガイドライン
労働省・中災防パンフでは精神主義

昨年12月からパートタイム労働

法(短時間労働者の雇用管理の改

善に関する法律)が施行されてい

るが、労働省では、パートタイム

労働者の安全衛生の確保を推進す

るため「パートタイム労働者の労

働災都方止事業」を創設した。中

央労働災都方止協会に f,'iートタ

イム労働者の労働災害防止のため

のガイ ドライン等作成検討委員

会」を設置し業種ごとのガイドラ

イン 普及啓発用の小冊子等を作

成するほか、各都道府県労働基準

協会(連合会)内にパートタイム労

働者安全衛生改善推進員を置いて

相談・助言を行なうなどとしてい

る。

責任者を指名すること。

②安全な作業方法の確立

作業の安全を確保するために、

事前に作業に伴う危険性につい

て検討し、安全対策を盛り込んだ

安全作業マニュアルを作成し、パ

ートタイム労働者に対して、その

業務範囲を明確に示し、必要な作

業手順を十分周知させること。ま

た、適正な作業を実施するため、

管理責任者の指揮、監督の下に作

業させることを徹底すること。

③安全衛生教育・調練の実施

パートタイム労働者に対して

は、通常の労働者と同織の、場合

によってはそれ以上の安全衛生

に関する配慮が必要であること

から、管理責任者等によるきめ細

かな安全衛生教育を実施するこ

と。

術主任、取締役、代表取締役5人

を検察庁に書類送検した。

中小理事細企業の救済も行なっ

ていくという組合の立場からも、

かねてから相談にのっていた田

村工業の事業主が組合に加入し、

今後の救漬活動についても足並

みをそろえることができた。

・損害問慣支務開始と示義締結

被災者の会が結成されたこと

により、対策会識を持ち損害賠償

交渉に当たっていくことにした。

11月2日、第1田被災者の会対策

会議を開催した。今後の交渉の基

本を、①事故原因の追及、⑫台療

体制の確立、信沸災補償に関する

事項、僅損害賠償に関する事項、

信准遺症に対する補償の5項目を

確認した。さらに損害賠慣の法的

根拠(民法第415条、第710条、第

715条、労働基準法第87条)及び最

近の労災事故による損害賠償の

判例を学習し、法律に基づいて正

当な要求をしていることを確認

してきた。また、被災者の要求や

要望については忌情なく意見を

述べてもらい、それらを交渉時に

要求することを確認してきた。

このころになると、被災者の会

7名以外の被災者は示談を締結し

ており、ある下請事業所では完治

しないにもかかわらず、 9月で休

業補慣を打ち切り就労させてい

ることは前述したとおりである

が、巻では、「被災者の会はゆす

りたかりの団体で、示談金を引き

上げるため法外な要求を出して

故意に示談締結を引き伸ばしてい

るJとの噂話でもちきりだった。

したがって、正当なる要求を確

認することは、内部矛盾をなくす

ために絶対に必要なことだった。

11月8日第1回損害賠償突渉は基

本方針通り 5項目にわたって要求

し、被災者全員と事務局で交渉を

行なった。 12月9日第2回損害賠償

交渉、 3月4日第3図損害脂質吏渉、

4月27日第4回損害賠償支渉で示談

締結にいたった。

労災事故を再び起こさないため

に、熱交換機の補修工事はガス溶

接によるパイプ吏換方式ではな

く、全面取り替え方式(ディスプレ

イ)で行なうことが苦闘句された。ま

た、後遺症についても補慣が明ら

かにされ、現在も実施している月

1回の検診も継続し休業補償、受通

貨も支給することが明記された。

損害賠償額も一定の条件に遣した

ので、被災者全員の合意のもと示

談の締結にいたった。

しかし、事故原因カ唯然判明で

きていないでいること。全被災者

に専門医から水銀等重金属の人体

に及ぼす影響などの説明会をいま

だ開催できずにいること。救済が

全被災者に及ばなかったことなど

アな点もあげられ

*r東 部労災臓業病」から転事1.

(福島建設労働組合連合会

常任・記 狩野光昭)

ガイドラインの概要は以下のと

おりとされる。

①安全衛生管理体制の見直しと自

主的安全衛生管理活動の麗開

パートタイム労働者の安全衛生

確保という視点に立ち、パートタ

イム労働者を含めた自主的安全衛

生活動が有効に機能できるような

安全衛生管理体制の見直しを図る

こと。さらに、安全衛生管理が効

果的に実施されるよう、パートタ

イム労働者を指揮、監督する管理

④健康菅理対策の推進

パートタイム労働者に対 て、

通常の労働者と同棋に適切な健

康診断を実施すること。また、パ

一トタイム労働者の健康の保持

増進を図るための配慮を行なう

こと。

⑤非常災害防止のための日常的

措置

作業中に遭遇する可能性のあ

る微減・設備のトラブルや火災、

地震等の非常災害の発生を想定し

て、安全衛生を担当する者等に日

頃より、非難方法、心嶋え等必要

な教育、訓練を実施させること。

普及啓発用の小冊子について

は、すでに「食料品製造業編」と

「各種商品小売業編」が作成され、

中央労働災害防止協会から各々

2叩円で販売されている。

先のガイドラインの概要だけ読

むと、こうした措置・配慮を全く

とっていない事業主が多いと思わ

れることから効果を期待したくな

る。ところが、普及啓発用小冊子

になると、「通常の労働者L止土の安

全衛生に関する事業主の配慮」な

どは吹き飛び、一転、パートタイ

ム労働者は「安全のルールを守り

なさい」という説教に終ってしま

う。

両編に共通する「安全健康8則」

は、①明るく挨拶笑顔で出動、

②きちんと服装 いつも滑謀、③

しっかり確認その日の確認、④

lレールを守って 安全確認、⑤あ

なたも発言職場のミーティン

グ、⑥異常時の備え 日々の心が

け、⑦整理 整頓・清掃・清謀

仕事の基本、⑧明るい生活錨衰

の確保から、といった具合である。

個人対策ーそれも説教や精神的

訓話に頼ったのでは労働災筈は防

止されない。作業・職場改善(快適

化) 、教育・百H線、健康管理等に関

する事業主の義務(配慮義務にせ
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よ)とパートタイム労働者の権利

をきちんと知らせ、パートタイム

労働者自身がガイドラインの実施

をチェックできるようにしなけれ

ばならない。

ジストニアという病気は患者に

とっては非常に漂刻な病気であ

り、全国にたくさんの患者が存在

するにもかかわらず、社会的認知

度は極めて低く、そのためにジス

トニア患者カ嘱貝,の目をもって見

られたり、勤務先で不当な扱いを

受けたり、日常の社会生活におい

てジストニアという病気を世の中

すべての人が知らないために泣く

に泣けないみじめな経験をしてい

る方々がたくさんいると思う。

また、自分がジストニア患者で

あるにもかかわらず、「ジストニ

アJであることさえ知らない人も

まだまだたくさん全国にいるは

ず。

そんな中で昨年10月11日「日本

ジストニア協会」が発足し患者同

士の連絡、連携の中心となるべく

活動を開始した。

ただジストニアという病気の中

て噴働が原因で発症したのではな

いか、と考えている患者が多数い

るとも聞いている。昨年から今年

そういう点で、 2冊の小冊子は

日本の安全衛生に対する取り組

みの根本的弱点を露呈している

ω~dJ"Ð~n~ぃ。回

にかけて会った患者の中にも確

実に仕事が原因でジストニアに

なった方が1名いた。

ところカf現在「ジストニア」と

いう病名で労災申請をしている

のは全国で私1人らしい。なおか

つ私の申請については監督署の

段階で不支給決定となり、その審

醤献も棄却となり、現在国の労

働保険審査会への再審査請求を

している状態である (93年11・12

月号参照)。その成り行きも決し

て明るいものではなく逆に私に

とって厳しい内容の結果になり

そうだ。

だから、“数は力"とは言わな

いが、仕事が原因でジストニアに

なったと考えられる方々を組織

化し、その方々と連絡、連携を取

り合ってみんなてそ労災認定をかち

とっていくためのグループを作っ

ていこうと考えた次第。

その中で他の救済制度、たとえ

ば身体障害者手帳の発給を受けて

いくこととか、障害年金の受給手

続きをしていくとかいったネ副tの
分野の活動も行なっていきたいと

思う。そういった制度があること

すら知らない人もたくさんいるか

ら。

だから、この会の主たる目的は、

①仕事が原因でジストニアになっ

た方の労災認定をかちとる。

②労災以外の福祉制度の知識をひ

ろめ、それを漣得していく。

という点に置きたいと考えてい

る。

もう1点大切な問題として「この

病気を社会全体に広く知らしめ

るJという活動が必要だと考えて

いるが、その点については 日本

ジストニア協会員」という立場で

動いていこうと考えてい 回 '11
る。-

*労災福祉センター「労災・福祉」

例年5月号から転訟。

(労災としてのジストニアを考え

る会 河商事E則)

福祉職場で頭肩腕障害続発
東京・2名労災認定から職場改善ヘ

新しい職業病を認めさせよう
京都・労災とレてのジストニアを考える会

東京都渋谷区広尾にある社会福

祉法人福田会・宮代学園は、児童

福祉法に基づく「精神薄弱児施

設」。宮代学園で働く女性福祉指導

員が、 3年前から相次いで腰痛、顕

肩腕障害を発症して病休に追い込

まれるという事態が発生した。

Mさんは、 92年夏頃から仕事中

に手指の痛みを覚え、その後症状

が悪化。 10月にひまわり診療所を

受診して顕肩腕障害と診断され、

11月中旬より休業を余儀なくされ

た。 Mさんが倒れる前にも、聞高

・顕肩腕障害で1年半の長期療養

した方がおり、労災認定を受けて

いる。

宮代学園では2人目の顕肩腕障

害患者ということで、 Mさんも労

災申請を行ない、自己意見書も提

出して渋谷労働基準監督署との交

渉を行なってきたが、本年4月末に

補充意見書を提出した直後に、渋

谷労基署より業務上認定をかちと

ることができた。

宮代学園の女子寮には、 Mさん

が顕肩腕障害を発症した当時14名

の園生が生活していたが、定数8名

の指導員のうち、すでに 1名が顕肩

腕障害で病休中であり(労災申請

せず)、もう 1名が軽減勤務中だっ

た。 Mさんの顕肩腕障害発症の原

因は、日常業務での上肢への負担

に加え、基準定数にも満たない常

勤指導員数て・園生に対応しなけれ

ばならなかったことからくる過重

な業務によるものであった。

Mさんが病休に入る2か月前に1

名が頚肩腕障害で倒れており、さ

らに、 Mさんが病休中にも2名の

常勤指導員が顕肩腕障害を発症

して倒れ、病休者カ嚇出した。 M

さんを含め5名の顕肩腕障害が同

ーの職場で発生するのは尋常な

ことではない。通常の勤務におけ

る作業負担に、勤務ローテーショ

ンのきっさや当直勤務の拘束時

閣の長さなどの勤務条件の過酷

さが加わって発症したものとい

える。

昨年2月、福田会ではひまわり

診療所の小島医師による腰痛・

顕肩腕障害健康診断が実施され

ている。この検診で 19名の方が受

診されているが(全体の半数) 、総

合評価で定期治療を要する人が2

名、厳重に注意を要する人が銘

いた(すでに病休中の Mさん他2

名を除く)。この検診結果を職場

政府筋によると、クリントン政

府は、業務上傷害や殺人を減少さ

せるため、労働安全法を強制する

体制を取ることになる。

労働省長官であるロパート・

ライヒは、最悪の法律違反者、最

も漂刻な個人的暴力が焦点とな

るだろうと語った。

「腐った林檎は取り除かなけれ

の職業病対策に生かす間もなく、

続けて顕肩腕障害の病休者が出て

しまったわけである。

現在では、 Mさんをはじめ病休

者も軽減動務に復帰し、非常勤職

員も増員されて10名が女子寮に配

置されており、若干持ち直しては

いるようだ。しかし、恒常的な体

制ではないようで、今後の勤務状

況が懸念される。

Mさんの労災認定に続き、もう

1名の方が労災申請中。労災認定に

とどまらず、控本的な職場環境の

改善、職業病対策を進めていかな

ければならない。

東京東部労災職勤育センターと

しでも、福田会の労働組合と協力

して取り組みを進めてい回

きたい。

(東京東部労災職業病センター)

ばならなしりと、彼は新議会て明

言した。

政府は、「危害を加えられやす

い」従業員を多く雇用している事

業に特に注意を払うことになる。

子供、老人、低賃金労働者等であ

る。

仕事中に1日当たり 17人が殺さ

れていると見積もられ、労働関連

クリントン政権の安全衛生政策
アメリ力・監督強化と規制緩和の矛盾
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傷病のために雇用者にかかる費用

は年間1 . 1回億ドルを超えている。

ライヒは、労働安全衛生局は、

従来、申立てがあってはじめて職

場での安全法規の違反を調査した

が、これからは変わる、と言う。

3億ドルの財混と2.3∞人の従業

員がいても、労働安全衛生局が全

国的O万になる事業主全てを監視

することはできない。それゆえ、

政府は、厳しい罰金と刑罰を抑止

力として用いるだろうと。

「われわれは、事業主カ型弾以下

の労働条件て官静することを誘発

するつもりはない」と、ライヒは

言う。

(Source:Associated Press)

クリントン政権になってから1

年を過ぎるが、労働安全衛生局の

政策がようやく出てきた。 1年にわ

たる停滞と優柔不断という曇空が

晴れるかに見えたが、われわれが

自にするものは事態をかき乱して

いる。

一方で、われわれは、労働者に

好剰旬な、また労働組合で活動し

てきた、新たな労働安全衛生局の

局長と幾人かのスタッフをみるこ

とができる。彼らは、早急に必要

とされている新たな労働安全衛生

法の基準の樹党、労働安全衛生

法の違反者には何百万の罰金でも

って、強制執行に立ち戻ることを

誓約している。

しかし、にもかかわらず、クリ

ントン大統領と副大統領のゴア

は、彼らの行政政策の目標は、「政

府の徹底的な再建」と「安全衛生

法の徹底的な再建」であることを

公式に宣言した。このことが意味

することは、詳細にみるなら、不

評だった1980年代前半のレーガ

ン/プッシュ政策のいくつかに

立ち戻ることを意味する。彼ら

は、「よい」事業主に自己管理さ

せようとしているのだ。これは、

「老いた狙は鶏小屋を守るJ方式

であり、かつて試されそして失敗

したものである。

クリントンとゴアのその他の

「新しい」考えは、多くの工場へ

の労働安全衛生局の定期監督を

廃止し、会社に、彼らが安全衛生

法を遵守しているかどうか第三

者団体のコンサルタントにチェ

ックさせるというものである。こ

れは、ちょうど、政府外の会計検

査員に企業の財政記録を検査さ

せるのと閉じことである、と彼ら

は言う。

しかし、その政府外会計検査員

の例がわれわれに教えてくれる

ことは、この方式がいかに間違つ

ているかということである。経験

によれば、会計検査員は、極めて

悪賢い業界集団である。彼らは、

誰が彼らを雇い、そして誰から毎

年お呼びがかかるのか知ってい

る。どちらのパンにバターが塗っ

であるか知っているので、全般的

に彼らは事業主の方によく使え

るのである。

MWSO lajor Wall Street)の

会計検査員は、 19印年代にいくつ

かの大企業が倒産する前に、健全

財政証明をいくつもの企業に出し

ている。これらの「独立した」第

三団体の監督者は、企業の財政土

の憧康について何か悪いことを発

見することは、例え彼らが側旬さ

れる前でも、決してないのである。

第三団体の労働安全衛生監督官

が、何かいいことをするだろうか

?仮に彼らが仕事を確保しよう

としなくても、そんなことはない。

副大統領のゴアは、大統領への

報告書でこのプランについて述べ

ている。「労働安全衛生局の監督官

はアメリカ法人団体まで降りてい

く必要はない。 Jーまるで今そうし

ているかのように!

クリントンとゴアのこのプラ

ン、いわゆる「政府の徹底的な再

建J報告は、 1993年9月、まだ労働

安全衛生局の新しい局長であるジ

ョセフ・ディアが着任する前に公

表された。実際、ディアがこれに

10か月遅れて指名されたこと、し

かもそれが政府により正式に説明

されたことはないのだが、この 10

か月の遅れが、クリントンの労働

安全衛生政策の本当の中身だった

のかも知れない。

この遅れは、大統領の課題の中

て骨働安全衛生はそれほと商～\位

置にないことを明らかにした。第

ーに、大統領就任直後の数週間に、

労働安全衛生局の局長は指名され

なかった。その後、 4月1日、ワシ

ントンの労働安全衛生局の局長で

あったジョゼフ・ディアが、連邦

ーー=二二=士三竺ーl
労働安全衛生局のコンサルタント

として指名された。彼は、労働安

全衛生局を指導する立場にあると

広く噂されていたが、何週間たつ

てもホワイト・ハウスからの指名

はなかった。そして、7月、大統領

は、彼がデイア氏を指名する「つ

もり」であると発表したが、実際

には、大統領は、上院の認可を受

けて公式に彼を指名することをし

なかった。結局、 11月になって、

「政府の徹底的な再建」報告が公表

されて後でようやく、デイアは認

められた。

着任以来、デイアは誠実にも「安

全衛生法の徹底的な再建」につい

て、大人数のスタッフ会識を聞き、

頻繁にこの問題について話をして

きた。

しかし、肯定的に評価すれば、

デイアは、労働安全衛生法の重大

な違反者に対しては重い罰金を課

す政策(いわゆる「事例ごとの」制

裁)に立ち戻ることを約束した。着

任後間もなく、デイアは、ミズー

りの請負業者から、予防できたは

ずの重大事故に対して1ω万ドル

を徴収した。また、彼の政策監督

官マイケル・シルバースタインを

通じて、ある種のアスベスト繊維

は危険性が少ないとする産業のキ

ヤンベーンを無視して、労働安全

衛生局のアスベスト基準を施行し

続けることを明らかにした。

労働安全衛生法の修正問題につ

いては、労働省長官のロパート・

ライヒは、ほとんど1年にわたり哩

味な態度を取ってきた 12月に入

って、彼はケネデイ・フォード

労働安全衛生法修正案(間 12卸/

S5 75)に賛同していることを表明

した。だが、「労働安全衛生情報」

(National Affairs OSHA

Reoorter)でさえ、これが、昨年

秋に政府がNAFTAを無理や

り押し込んだ後での、労働者に対

する単なるジェスチャーである

と受けとめている。しかし、問題

なのは、政府がこの法案に賛成か

どうかということではなく、政府

ハンガリーの衛生管理システ

ムでは、労働衛生が重要な部分を

占める。 1989年に、およそ2 . ω o

の企業に実施された労働衛生事

業は、制万から2田万の労働者を

カバーするものであった(この国

の総労働者数は、約45万人であ

る。このことは、約半数のハン

ガリー労働者が、初歩的だが完成

された衛生管理を受けたことを

意味する。産業医は、 940人が専

属、 1.426人カ噂時、印O人が企業

と地域の両方で活動する一般の

臨床医である。つまり、ハンガリ

ーの医者の約8 %が労働衛生事業

に関わっていることになる。訪れ

た患者数は、 1989年で1.050万人

がこの問題に手をこまねいている

のではないかということである。

時が答えを出すだろう。ぞれより

も、われわれは、この規則を通過

させるよう実力を行使し、クリン

トン/ゴアの「安全寄生法の徹底

的鳩山聞かさ回
なければならない。

(UENEWSFebruary 25, J労切

Philadelphia Area Projecl

on Occupalional Safety and

Heal幼,Safey Times,No .106 
Spring,1 9 94,

になる。これらのデータは、ハン

ガリーの衛生管理システムの概要

を反映している。

労働衛生事業の役劃は、以下の

ように定義されている;

-外来患者の治療看護

-雇入れ前検査

-産業救急措置の運営と組織化

工業設備、衛生施設を含む労働

環境を監視し、事故の防止に資

する

-業務傷病を根絶するための提言

の起草( 1979年に追加)

-負趨労働者のリハビリテーショ

ン

この制度は、独立しているよう

に見えるが、実際には、産業に従

東西の経験から学ぶシステムを
ハンガリー・実効ある労働衛生管理
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属してきた。この衛生管理システ

ムは、財政難のため、必要な資材

を供給するのは企業であり、多く

の場合、基本的な運営資柑(包帯、

注射器等々)も供給した。金のある

企業(必ずしも採算効率がよくな

いが、国庫から高額の補助金を得

ている企業)は、労働衛生事業の運

営のためにさらに投資することが

できたのである。

-よき提携

産業医カ唯営者の側に立ってい

ることは、死活的重要性を持って

いた。この「よい提携」を維持す

ることにより、様々な法的な規則

は必ずしも普及せず、産業医は従

業員の利益や職業的な規範を無視

してまでも生産性向上を助けるこ

とが期待されたのだ。例えば、生

産性向上に対する強力な要請があ

った時期(r輸出主導期」等)には、

多くの人間に病気休暇を取らせる

ことは勧められることではなかっ

た。一方で、原材料が不足してい

るときには、多くの従業員に病気

伽国を取らせて国の社会保障を使

うことは、経清的とされた。この

制度に従順な医者は、ボーナス支

給を含め、様々なかたちで表彰さ

れた。

-システムの欠陥

官僚主義的であると同時に父権

温情主義的な、矛盾した労働衛生

システムが発属した。

第一の矛盾は、ハンガリ一社会

主義下では、災害が発生する生産

工程の組織と、業務上傷病を防止

する事業を組織の双方を、国家が

独占していることである。つま

り、国家は、労働者を国家から保

護しなければならないことにな

る。

このシステムは、規則・行政権

カカf複合的になるので、官僚主義

的なものとなる。また、他の衛生

事業への複雑な関連性によって、

このシステムは、不必要に混乱

し、官僚主義の装いに包まれた利

害に起因する争いで満たされて

しまうのだ。

さらに、労働者の健康カ唯営者

や専門家により守られる(改善で

はない)こととされ、付L均日えて、

労働者自身が、このおびただしい

数の労働衛生事業に対してはつ

きりとした要求をほとんど出せ

ないために、このシステムは、父

権温情主義的なものとなる。

.労働者の要求

労働者は、労働衛生事業をもっ

と彼らのためになるよう要求し

たり、また、工場医がもっと自律

するよう求めることをしてこな

かった。ここで、労働者の要求に

ついて完全かつ体系的に議論す

るつもりはないが、労働者の利用

できる労働衛生事業に対する彼

らの見方を推測させるようなデ

ータがある。

1984-85年に、年齢18-30鵡の

1.259人の労働者に対する調査が

行なわれた。産業医の最も重要な

役割については、回答者のおよそ

5人に1人 (2 1. 3 % )が、産業医学に

特有の役割(検査、病気休暇の評

価、職場監視、応急処置、経営者

に対して患者の盾になること等)

を回答した。対照的に、回答者の

7 0 %以上が、工場医が一般的な臨

床医としての役割を果たすべき、

とした。実質的に、産業医が安全

衛生を確保するために労働計画や

再配置において何らかの役割を演

じることは、誰も期待していない。

このような考え方は、労働者の

実際の経験を反映しており、また、

労働者や産業医が労働衛生におけ

る予防・立案活動を強く要求する

ことのない制度を永続させること

にもなる。

-提言

ハンガリーでは、過去において、

それが生産性の利害に干渉される

ために、真に重要な労働衛生上の

予防を行うとすれば、労働衛生医

は経営者と戦わなければならなか

った。しかし、もしわれわれが西

欧諸国の労働衛生システムと共産

諸国のシステム双方から学ぶなら

ば、以下の原則が、労働衛生プロ

グラムを実効あるものにするため

のガイドラインとして緊急なもの

となる。

-労働衛生事業は、個々の会社・

企業に経済的に依存してはなら

ない。

-労働安全衛生教育は、労働者の

権利と責任を強調することも含

め、政府・企業の労働衛生プロ

グラムの優先課題とされるべき

である。

L一

-労働衛生医の地位を今目的なも

のにすることは不可欠である。

最終的には、この専門職を認可

する評議会かその他の機構が必

要であり(実際、ハンガリーでは

そうなろうとしているが)、職場

での災害を防止することに焦点

を当てた継続した教育に必要な

要件も同様である。

-多くの西側資本主義諸国のよう

に、各企業は、労働衛生予防プ

ログラムを監視する責任のある

安全衛生委員会を、共同労務管

理として行なうべきである。

-政府の法令部門は、安全委員会

や労働衛生事業スタッフの正

当な提言を無視する経営者に

対して、安全衛生基準を実行さ

せるための権力を持つべきで

ある。

四
(Abs.加 'CtedfromNEW

ぬ iLUI10,N fa O 1993)
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公共部門の労働衛生事業
デンマーク・完了すれば150万人をカバー

デンマーク労働衛生事業発展プ

ログラムは、 199 3年の7月で第6回

目になる。第1""5回では、製造業

を中心とした民間企業の労働者を

カバーした。これからの優先対象

は、公共部門て働く労働者、家庭

での高齢者・障害者の介護やリハ

ピリテーションに携わる労働者で

ある。これが終了すると、 l印 .0∞

は暴力の脅威

-感梁の危撤

それ以外にも、

-職場の「弱小」従業員グループ

を保護すること

-仕事の満足感を開発・改善す

る(社会心理学的ファクター)

-病気欠勤を減少させる

-リスク・アセスメント

人の公共部門労働者がカバーされ

たことになる。

-問題の寵囲

重要なポイントは、

-背部および筋骨格系の問題

-家庭での単独労働

-吏替勤務

-精神科施設における暴力もしく

等である。

-支～
2年Lえ上にわたって、ソーシャ

ル・ワーカーを代表する労働組

合と、雇用者一主に地方当局の代

表は、この新たな労働衛生車業の

計画案を準備してきた。

労働衛生事業を発展させる、多

世界から I

様な選択肢がある。

迂施方当局は、ほとんどの都市・

地域に存在する民間の労働衛生

事業に加わることを選択でき

る。

信施方当局は、独自の労働衛生事

業を設立できる。

@瀬模が大きい地方当局は、独自

の労働衛生事業を設立できる。

-彫響

いかにして労働衛生事業を運営

-管理する部局に影響力を行使す

るのかということは、労働組合に

とって重要な争点である。

デンマークの他の労働衛生事業

に共通しているのは、労働衛生事

業を実施している各職場の労働者

が、年次総会に出席する代表を選

出するということである。影響を

及lます「部局」は、ぞれら代表者

により選ばれる。労働者f懐と同

数の代表者が、雇用者の側からも

選ばれる。労働衛生事業は、日常

的に、安全委員会と協力して実施

される。

-全体像

労働衛生事業の設立期限は1994

年1月だったが、全国的な仕組みの

全体像は完成していない。大都市

には、いくつかの労働衛生事業が

別個に設立されている。コペンハ

ーゲンでは、現在2つの労働衛生事

業がある。ひとつは家庭介護労働

者に関するものであり、もうひと

つは施設労働者に閲するものであ

る。

全般に、ほとんどの当局は、当
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該地域にあらかじめ存在する地方

労働衛生事業にリンクしているよ

うだ。例えば、 BSTは、 10年以

上にわたり労働衛生サービスを提

供し続けている。しかし、既存の

労働衛生事業のうち、わずかしか

公共部門労働者に関する経肢を持

っていない。この部門の労働組合

は、決定されたことに巻き込まれ

てきたが、彼らに好ましい労働衛

生政策の全体像を持つことは難し

かったのだ。

-コベンハーゲン

労働衛生事業を家庭介護労働者

向けと施設労働者向けに分けてい

るコペンハーゲンは、かなり進ん

でいるように思われる。前者は保

育施設労働者へ、後者は病院労働

者へ、それぞれ領域を広げてきて

いる。この段階は、19 9 8 2側年ま

でに達成されることになってい

る。

デンマークの罷近の動向

-ワーク・シェアリング

デンマークでは、ワーク・シェ

アリングのメリットもしくはデメ

リツトについての議論がしばらく

続いている。譜論の焦点は、職場

休暇に関する折法と、失業者削減

措置としてのワーク・シェアリン

グとの兼ね合いである。オルフス

の廃物回収者の一団が、4人カS3つ

の仕事を受け持つというモデルを

導入した。彼らによると、これは

雇用者、従業員の双方の利益とな

る。彼らは、政府が彼らの収入を

旧来のフル・タイム労働の率で

維持することも要求した。しかし

ながら、社会民主党の労働大臣ジ

ット・アンダーソンは、育児手当

て・安息日手当て同織、彼らには

以前の賃金の8 0 %しか支払われ

ないとして、これを拒否した。

-労働厨間

コンビューター専門職小協会

PROSA)のメンバーは、半公

共事業主である地方自治体デー

タJ(Co..unedata)に対し、労働

時間に上限のない契約にサイン

することを拒否して2か月半にわ

たるストライキに踏み切った。彼

らの闘争は、大労働組合からの支

援をほとんど受けなかった。例え

ば、そのひとつである「通商・事

務労働組合」は、すでに上記の取

り決めにサインしていたのだ(こ

の2つの組合の聞には明白な対立

点がある)。 PROS Aは、通常

の週3 7時間労働の防衛と、被雇用

者と失業者に公平に労働の機会

を分配することを訴えた。事業主

「地方自治体データ」は、ストラ

イキの中止を条件に交渉に応じ

ることを認めた。

.RSI
単調労働とR S1( =Relliti-

tive Strain Injuries 顕肩腕障

害)をなくす大規模キャンペーン

が具体化してきている。昨年、経

営者組織と労働者組織が、2 0年

までにRSIを半減させるため

の協同キャンベーンを行なうこ

とて合意した。労働大臣と労働環

境委員会は、キャンペーンを援助

することを表明し、 4""5年にわた

る調査と活動に250.似泊ボンドを

割り当てることとした。計画中の

3つのプロジェクトは、食品・繊維

-包装産業での単調作業と反復作

業を変革する方法を発見すること

が目的である。他のプロジェクト

は、筋骨格系掬育への社会心理的

作用因の影響を調査するものであ

る。

-腫痛

10年にわたる議論の末、ょうや

く、持ち上げ作業による健康傷害

が職業病のリストに付け加えられ

ょうとしている。ただし、この動

きは、いまだ職業病委員会での京

決に委ねられている。デンマーク

労働組合同盟は、職指謁とされる

要件の中に、「臨丘8年に1日最低10

トンを持ち上げていること」が含

まれるならば、職業病委員会は何

の足しにもならないだろうと表明

している一この反対意見の表明が

その条項を排除させることはでき

ないように思われるが。しかし、

一方で、いかなるかたちでも問題

を認めることは、問題意識を喚起

することになると信じる労働組合

もある。 回
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